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第５回（2025 年度）懸賞論文　審査結果

テーマ：（次の３つのテーマから１つ選択）
（１）内部監査は組織体のサステナビリティにいかに貢献できるか

（２）内部監査におけるアシュアランス機能とアドバイザリー機能について
（３）内部監査は内部通報制度とどう関わるべきか

表彰論文：第５回（2025 年度）の表彰論文は次の５件に決定いたしました。

　当研究所は、内部監査研究の更なる推進を目的として、研究者、学生等及び実務家を対象とした
懸賞論文制度を実施いたします。 
　近年、内部監査を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、様々な課題に同時並行で対応して
いくことが求められております。こうした状況に鑑み、本年度は、「サステナビリティ」、「アシュ
アランス機能とアドバイザリー機能」、「内部通報制度」という、内部監査が直面している課題の中
でも代表的なテーマを提示し、応募者にいずれかを選択していただく形を取ることといたしました。 

◆優秀賞
※本誌にて掲載。

宮崎　直樹 氏 （テーマ（２）） 
「企業価値向上に資するアシュアランス機能とアドバイザリー機能  
―内部監査部門の実務的課題とその解決に向けた提言の一考察―」

山崎　　哲 氏（テーマ（３）） 
「内部通報制度の革新と内部監査の新たな使命 

―「第四の窓」モデルによる組織変革」

◆佳作
野見　孝行 氏（テーマ（１）） 

「地方銀行のサステナビリティ経営に関する統合報告書の 
対応分析に基づくマッピングと内部監査の関与設計」

河合　一泰 氏（テーマ（３）） 
「内部監査は内部通報制度とどう関わるべきか 

― 制度的役割と専門性・倫理観の活用モデルへの展望」

西尾　卓治 氏（テーマ（３）） 
「企業等の内部通報制度体制に係る内部監査のあり方について」
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企業価値向上に資する
アシュアランス機能とアドバイザリー機能

―内部監査部門の実務的課題とその解決に向けた提言の一考察―

宮崎　直樹
キヤノンマーケティングジャパン株式会社

グループ総合監査室

 第５回（2025 年度）懸賞論文　優秀賞 受賞論文

第１章　はじめに
第１節　テーマ選定の背景
　コーポレートガバナンス・コード１の制定や

伊藤レポート２の公表がなされてから、上場企

業において企業価値を高めることの重要性が

広く認識されるようになった。また、経済産

業省は 2025 年に「『稼ぐ力』の強化に向けた

コーポレートガバナンスガイダンス（『稼ぐ力』

のＣＧガイダンス）」を公表し、企業価値向上

に向けてコーポレートガバナンスの取組が重

視されることを示している。企業は様々なス

テークホルダーから企業価値の創出を求めら

れる環境で活動しているといえる。

　監査役会設置会社を前提とすれば、経営者

たる代表取締役は会社との間で、善管注意義

務を負っている（会社法第 330 条、民法第

644 条）。この義務を果た

す手段の一つとして、経

営者は内部監査を活用す

る。このため、経営者は

善管注意義務の一環とし

て企業価値の維持・向上

に資する行動を合理的に

期待され、経営者が活用

する内部監査部門も企業

価値の維持・向上への貢

献を期待されていると筆者は理解３している。

　また、内部監査が企業価値向上にどのよう

に関わるかにつき、『専門職的実施の国際フ

レームワーク』や『グローバル内部監査基準』

は、図表１のとおり内部監査が組織体に価値

を付加する点で一貫している。

　このような内部監査の役割に照らすと、内

部監査部門が提供するアシュアランス業務と

アドバイザリー業務はいずれも企業価値向上

に不可欠な手段であるといえる。２つの業務

を遂行するにあたり、どのような実務上の課

題があるのかを考察し、内部監査部門が「企

業価値向上のためのパートナー」へ至るため

の施策を提言することが本テーマを選定した

背景である。

＜図表１＞　内部監査の役割についての新旧比較

専門職的実施の国際フレームワーク グローバル内部監査基準

内部監査は、組織体の運営に関し価
値を付加し、また改善するために行
われる、独立にして、客観的なアシュ
アランスおよびコンサルティング活
動である４

（内部監査の定義として）組織体に価
値を付加し組織体の業務を改善する
ことを目的とした、独立にして客観
的な、アシュアランス業務及びアド
バイザリー業務５

※�『専門職的実施の国際フレームワーク』、『グローバル内部監査基準』より筆者作成（下
線は筆者追加）



第５回（2025 年度）懸賞論文　優秀賞 受賞論文

6 内部監査 No.12

第２節　論文の目的と構成
　本稿は、企業価値向上に貢献するための内

部監査の役割を検討し、その実務的課題と対

応策を整理・提言することを目的とする。第

２章では内部監査の基本的役割と機能をまず

確認し、企業価値向上の点からみたアシュア

ランス業務とアドバイザリー業務の重要性を

確認する。第３章ではアシュアランス業務の

事例を紹介し、アシュアランス業務において

何が重要かを検討する。第４章ではアドバイ

ザリー業務の事例を紹介し、アドバイザリー

業務において何が重要かを検討する。第５章

ではアシュアランス業務とアドバイザリー業

務のバランスの重要性とそれを実現させるう

えでの課題を検討する。第６章ではデジタル

やＡＩの普及する環境下で内部監査部門に求

められる役割が今後どのように変化していく

のか、内部監査人として求められるものは何

かを検討する。第７章では全体をまとめると

ともに、内部監査部門が企業価値向上のため

のパートナーとなるための施策を提言する。

なお、以下で述べるのは私見であり、筆者が

所属する組織の公式見解ではない。また、事

例の紹介にあたっては守秘義務の観点から一

部事実を修正している。

第２章　内部監査の基本的役割と機能
　本章では内部監査の基本的役割と機能を確

認し、内部監査部門がその職務を遂行するう

えで何を求められているかを概括する。

第１�節　アシュアランス業務とアドバイザ
リー業務の重要性

　内部監査の基本的役割であるアシュアラン

ス業務とアドバイザリー業務は『グローバル

内部監査基準』において、次のように定義さ

れている。

　アシュアランスとは「ある問題、状況、対

象事項又はレビューの対象となる活動に関す

る、組織体のガバナンス、リスク・マネジメ

ント及びコントロールの各プロセスについて、

確立された規準と比較することにより、ステー

クホルダーの信頼度を高めることを目的とし

た表明」６であり、アシュアランス業務とはこ

のアシュアランスを提供する業務である。

　アシュアランス業務は多岐にわたるものの、

典型的なアシュアランスとしては、コンプラ

イアンス監査や業務監査があげられる。コン

プライアンス監査や業務監査であっても、い

ずれにしろアシュアランスを行う際には判断

根拠たる何らかの規範が存在し、その規範に

照らして監査対象の企業活動が適切なのかを

検証し、報告することが内部監査人の業務で

ある。

　また、アドバイザリー業務とは「内部監査

人が、アシュアランスを提供したり管理責任

を負ったりすることなく、組織体のステーク

ホルダーに助言を提供する業務」７である。ア

ドバイザリー業務の例として、「新しい方針、

プロセス、システム及び製品の設計や導入に

関する助言、フォレンジック業務の提供、教

育研修の提供、並びにリスクとコントロール

に関する議論のファシリテーション」８があり、

「アドバイザリー業務の内容と範囲は、関連す

るステークホルダーとの合意に基づいて決定

される。」９とされている。このため、アドバ

イザリー業務では合意に基づいて業務を実施

するため、どのような業務を行うかについて

ステークホルダー（対象部門など）とコミュ

ニケーションをとることが重要となる。内部

監査人は依頼者のニーズを汲み取り、付加価

値を提供しなければならない。

第２節　内部監査部門の成熟度
　内部監査部門は企業において、組織に関わ

るステークホルダーを念頭に置きながら前述

の２つの業務を遂行する。また、その提供水

準の向上に応じて内部監査部門の成熟度は高

まる。

　『品質評価マニュアル』の成熟度評価モデル
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を念頭に置くと、内部監査は図表２に示すよ

うな段階を経て成熟していく。

　まず、レベル１の初期段階では、内部監査

手法は正式に定義されておらず、組織体への

付加価値にはあまり重点が置かれない。レベ

ル２の基盤がある段階では監査を実施するた

めの基本的な実務とプロセスを繰り返し実施

できるように確立した手法を持つ。レベル３

の統合された段階では、アシュアランス業務

及びアドバイザリー業務の独立した提供者と

しての立場を有している。レベル４の管理さ

れた段階では、内部監査業務は十分に調整さ

れ包括的であり、組織全体のアシュアランス

を可能にし、戦略的なアドバイスも提供して

いる。レベル５の最適化段階では、内部監査

の目的を達成しており、組織体に好ましい変

化をもたらし、戦略的価値の付加と組織体の

成功への貢献に重点を置き、インサイトとア

ドバイスを提供する 10。

　このため、成熟度が高まった段階では、ア

シュアランス業務だけではなく、アドバイザ

リー業務も高水準で提供しているといえる。

アシュアランス業務とアドバイザリー業務の

両業務を高水準で提供し、価値を付加するこ

とが内部監査の成熟度を高めていくには重要

となる。

第３�節　 ３ ラ イ ン モ デ ル
（Three Lines Model）

と内部監査部門の目的
　内部監査人協会（ＩＩＡ）

は 2020 年 に 従 来 の ３ デ ィ

フェンスラインモデルを改訂

し、３ラインモデルを公表し

ている。「ディフェンス」か

ら「モデル」へ変化している

こ と の 意 味 と し て、 企 業 に

とってのマイナスを防ぐ（規

制への違反に伴うペナルティ

等、すなわちマイナスから組

織をディフェンスする）こと

から、付加価値を提供すること（プラスを組

織にもたらす仕組み = モデル）を重視するよ

う、内部監査も含めた各ラインの役割が整理

されたと筆者は解釈している。このような３

ラインモデルへの変化からも、内部監査部門

はアシュアランス業務とアドバイザリー業務

を提供するうえで、付加価値の提供を求めら

れると考える。

第３章　アシュアランス業務の詳細
　本章ではアシュアランス業務の事例を紹介

し、事例から得られた示唆やアシュアランス

業務において重要と考えることを示す。

第１節　事例紹介
　実例として筆者が関与した法令遵守状況に

関する２線部門へのアシュアランス事例を紹

介する。筆者が所属する組織では、製品の輸

出を行っており、２線部門として輸出管理部

門が存在している。その輸出管理部門から、

自部門の法令遵守状況の検証を第三者的な立

場から行ってほしいとの要請を受け、アシュ

アランス業務を行った。

　このアシュアランス業務の目的は外国為替

及び外国貿易法（以下、「外為法」とする。）

や外為法の委任に基づく各種政令・通達とい

＜図表２＞　内部監査の成熟度の段階

初期段階

内部監査手法は正式に定義されておらず、組織体への付加価値にはあまり重点が置かれない。

監査を実施するための基本的な業務とプロセスを繰り返し実施できるように
確立した手法を持つ。

アシュアランス業務およびアドバイザリー業務の独立した
提供者としての立場を有している。

内部監査業務は十分に調整され包括的であり、
組織全体のアシュアランスを可能にし、戦略
的なアドバイスも提供している。

内部監査の目的を達成してお
り、組織体に好ましい変化を
もたらし、戦略的価値の付加
と組織体の成功への貢献に重
点を置き、インサイトとアド
バイスを提供する。

基盤がある
段階

統合された
段階

管理された
段階

最適化段階

※�内部監査人協会 .2025 年 .『品質評価マニュアル－ 2024 年版－』より筆者作成
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う規範に照らして、輸出管理体制の適切性を

検証することであった。

　規範となる法や通達があるため、それらに

反していないかという検証がアシュアランス

業務の主な内容である。このため、監査手続

としては安全保障輸出を管轄する経済産業省

が公表する、安全保障輸出に関するチェック

リスト 11 を活用し、輸出管理体制が適切であ

ることを検証した。内部監査チームは、輸出

規制品の該非判定、需要者や輸出品目の用途

確認、自主監査などの輸出管理体制が適切に

機能しているかについて検証し、輸出管理体

制は適切であるとの報告を行った。

　このように、コンプライアンス監査では規

範となるルールが存在しているため、あるべ

き姿との乖離を識別し、その乖離について報

告することが監査部門の業務であった。一方

で、このアシュアランス業務の課題は、２線

部門は日頃から特定分野で専門性を発揮して

おり、内部監査部門と知識や経験の面で差が

あるということであった。監査部門は日々の

輸出業務を担っているわけではなく、法令等

の専門家でもない。このため、複雑な規制を

学習しつつ監査を進める結果、監査期間が想

定よりも長くなった。

第２節　事例からの学び
　このように、アシュアランス業務の一例と

してコンプライアンス監査を示したが、この

アシュアランス業務を通じた筆者にとっての

学びは次の点であると考える。

　アシュアランス業務では規範が存在してお

り、それとの乖離を把握するという点で、監

査手続として何をすべきか、監査報告として

何を伝達すべきかの理解はしやすいと考える。

しかし、監査対象の分野によっては、内部監

査人に必要な知見が不足することもあり、監

査の効率を損なう可能性がある。そのような

場合、内部監査人自身で学習することはもち

ろん、監査対象部門の協力を仰ぐといったこ

とを通じてアシュアランス業務を進めること

が重要と考える。

第４章　アドバイザリー業務の詳細
　本章ではアドバイザリー業務の事例を紹介

し、事例から得られた示唆やアドバイザリー

業務において重要と考えることを示す。

第１節　事例紹介
　実例として筆者がチームの一員として参加

した、セキュリティ対策へのアドバイスに関

するＩＴ部門へのアドバイザリー業務の事例

を紹介する。筆者が所属する組織は、卸売業

として創業されたが、事業ポートフォリオの

転換を行いつつあり、無形の財であるサービ

スを取り扱うことも昨今多くなっている。需

要予測・物流計画システムの提供など、ＩＴ

ソリューション事業が伸長してきており、ビ

ジネス特性として顧客企業の機微情報を取り

扱うことから、セキュリティ対策は必須であ

る。また、セキュリティ対策に信頼があれば、

さらなるＩＴソリューション事業の拡大も見

込める。

　そこで、ＩＴソリューション事業を統括す

る役員から、内部監査部門に対しセキュリティ

対策について客観的な立場から助言を行って

ほしいとの依頼を受けた。内部監査部門には

ＩＴ監査やシステム導入コンサルティングの

経験を持つ社外出身者やＣＩＳＡ ® の資格を

持つ者が在籍しているため、このような依頼

を受けたと筆者は推察している。

　このアドバイザリー業務は自社サービスの

セキュリティ体制の適切性を検証するととも

に必要な助言を行うことを目的としていた。

まず、監査チームは不正アクセス等の検知や

報告体制の検証を行い、社内の情報連絡体制

を理解しながらセキュリティ被害を防ぐ体制

の 検 証 を 行 っ た。 ま た、CSIRT（Computer 

Security Incident Response Team： セ キ ュ リ

ティインシデント発生時に対応するチームの
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こと。）に関して、脆弱性情報などの収集や

分析、インシデント発生時の対応、社内外の

組織との情報共有や連携などについて助言を

行った。

　役員への報告として、自社サービスについ

て事前のセキュリティ対策はなされているも

のの、セキュリティインシデントが発生した

場合の CSIRT 機能について課題があることを

まず説明し、課題の解決に必要な助言を提案

した。具体的には、共通プラットフォームに

よるリアルタイム報告の促進、部門横断的な

模擬訓練の内容をアップデートして実施する

必要があることなどを助言した。報告とアド

バイス案について役員の承認を受け、内部監

査チームは CSIRT 機能の改善に着手するアク

ションプランの作成を支援した。

　このように、対象業務・部門の抱える課題

を識別・報告し、その解決策・助言を関連部

門に提示して改善を支援することが監査部門

の業務であった。一方で、このアドバイザリー

業務の課題は、インシデント発生時の対応を

強化する観点で行った上記の助言を、関連部

門に理解してもらうことであった。CSIRT 機

能はＩＴソリューション事業を行う事業部門

（１線部門）だけではなく、ＩＴ部門（２線部門）

も巻き込んだ部門横断的組織である。組織横

断の協力には調整が不可欠であり、内部監査

部門がファシリテーターの役割を務めたもの

の、関連部門の合意形成に時間を要した。

第２節　事例からの学び
　このように、アドバイザリー業務の一例と

してセキュリティ体制の強化を示したが、こ

のアドバイザリー業務を通じた筆者にとって

の学びは次の点であると考える。

　企業の活動は複合的であり、一つの助言が

波及する範囲が広く、部門調整に苦労する場

面がある。このため、アドバイザリー業務で

は、他部門を巻き込んで業務を推進できるファ

シリテーション力や傾聴姿勢などの対話力が

内部監査人に求められると考える。また、ア

ドバイザリー業務に必要な知見を持つ者が監

査部門にいたとしても、他部門との調整など

はその組織に長年勤めている者が担うなど監

査部門内での役割分担も重要であると考える。

第５章　両業務のバランスと課題
　第３章と第４章では、アシュアランス業務

とアドバイザリー業務の実例からの学びを示

唆した。本章ではこの学びを踏まえて、両業

務のバランスとそれを実現するうえでの課題

を検討する。

第１節　両業務のバランスの重要性
　経営層が意思決定を行うにあたり、信頼に

足る事実と将来への洞察は不可欠な情報であ

る。アシュアランス業務は主に情報へ信頼性

を付与し、アドバイザリー業務は主に助言・

洞察を提供する。このため、相互に補完し合

う観点で、アシュアランス業務とアドバイザ

リー業務は、内部監査業務の両輪としていず

れかに偏ってもならず、どちらが欠けてもな

らない。

　両業務は経営者を含むステークホルダーか

らの要望、内部監査部門の能力などを総合考

慮し、バランスさせる必要がある。また、ア

ドバイザリー業務で特定の部門に助言を行う

と、監査対象部門となったときに客観性、独

立性を損なうリスクがあり、その場合には客

観性及び独立性を保つための対策が求められ

る（『グローバル内部監査基準』基準 2.212、基

準 7.113）。

　アシュアランス業務とアドバイザリー業務

を内部監査部門が提供する際、部門外からの

要望、内部資源、職業倫理の観点から常にジ

レンマは生じる。内部監査部門はこのジレン

マと向き合いながら両業務を遂行し、企業価

値の向上へ貢献しなければならない。

　また、内部監査業務とガバナンス方針の整

合をとることも重要となる。ガバナンスとは
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単に規則を遵守させるだけではなく、企業価

値を高めるための仕組みである 14。このガバ

ナンスの一貫で、内部監査部門は経営者が企

業価値を高めるための仕組みの一つとして機

能する。このため、内部監査部門は企業価値

向上の観点で、アシュアランス機能とアドバ

イザリー機能を提供するが、両機能をうまく

バランスさせるうえでガバナンス方針と整合

をとることが重要となる。

第２節　スキルセットや組織体制の課題
　内部監査部門はアシュアランス業務とアド

バイザリー業務のバランスをとりながら企業

価値向上に貢献する必要があるが、それを実

現するうえでの課題もある。

　まず、アシュアランス業務とアドバイザリー

業務では必要となるスキルが重なる部分も多

いが、スキルの種類は多様であり、個人です

べてをそろえることは難しく、育成戦略の設

計が課題となる。筆者の経験から、アシュア

ランス業務では、法令等の理解と監査対象部

門の協力を仰ぐ重要性を示し、アドバイザリー

業務ではファシリテーション力や傾聴姿勢な

どの対話力の重要性を示した。これらの能力

はいずれかの業務だけで求められるわけでは

ない。また、企業や社会の発展に応じて必要

なスキルも多様化する。内部監査人は２つの

業務を遂行するうえで、多様なスキルセット

を求められる。

　アシュアランス業務とアドバイザリー業務

のバランスをとるために組織体制上、留意す

べき点もある。例えば、多様な部門から内部

監査部門へ異動を受け入れて部門としてスキ

ルセットが充実していても、過去に在籍した

部署との利害関係や客観性の観点で職業倫理

に照らして適切な業務遂行が妨げられるおそ

れがある。アシュアランス業務とアドバイザ

リー業務をバランスよく遂行するために人事

面も含めて、内部監査部門をどのように組織

するかも課題となる。

第６章　今後の展望と新たな課題
　本章ではアシュアランス業務とアドバイザ

リー業務という内部監査部門が提供する機能

が今後どのように変化していくか、内部監査

人として求められる知見は何かを概括する。

第１�節　デジタルを活用した内部監査への
進化

　昨今、データ技術やデータ分析、ＡＩ活用

がビジネス環境では所与のものとなっている。

この環境変化はアシュアランス業務とアドバ

イザリー業務の両方に影響する。

　アシュアランス業務では、データ分析や生

成ＡＩを活用する環境になるまでは、サンプ

リングを行って検証を行うのが通常であった。

しかし、大量のデータを瞬時に解析し、全件

検査も効率的に行える環境になっている。例

えば、データ分析が関係する監査テーマでは、

ＡＣＬ 16 を使いＰＣログの全件チェックを行

い、労働時間などの労働法令遵守状況を確認

するといったことが可能となっている。

　また、アドバイザリー業務では対象部門へ

の提案を行うにあたり、例えば生成ＡＩを論

点や仮説の整理に活用することもできる。ア

ドバイスの前提となるアンケートの集計やカ

テゴリ別の分析といったことも瞬時に行うこ

とができ、内部監査人は分析結果の解釈やア

ドバイスの構築といった業務のコア部分に集

中することができる。データ技術やデータ分

析、ＡＩ活用といった変化に順応することは

内部監査部門が取り組むべき課題である。

第２節　ＡＩ活用による職業倫理の新課題
　生成ＡＩの登場でソースデータを確認せず

に生成ＡＩの出力したことを「答え」である

として業務を進めてしまう可能性がある。内

部監査において、生成ＡＩは情報の整理やディ

スカッションのために活用することがまず考

えられるが、生成ＡＩの出力するものを絶対

と捉えかねないリスクもあり、これは生成Ａ
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Ｉの利用に伴うデメリットともいえる。

　筆者の所属する組織でも生成ＡＩを業務に

おいて活用しているが、監査人の質問に対し

て生成ＡＩが誤った根拠を示して回答を出力

することがあり、その誤った根拠を監査人が

探すことに時間をかけてしまうという事例が

あった。生成ＡＩ使用時に監査人がＡＩの判

断に依拠してしまう、根拠を確認せずに業務

に適用してしまう、という点はＡＩ活用に伴

う職業倫理上の新たな課題でもある。

第３節　内部監査人が今後求められる知見
　現在の事業環境下でアシュアランス業務や

アドバイザリー業務を進めるうえで、内部監

査人がデータ分析やＡＩ活用についての専門

性を備えることは不可欠である。また、デー

タ分析やＡＩ活用が進むにしても、データの

解釈やＡＩのハルシネーション（ＡＩによる

誤情報の生成問題）へ対応する観点から、内

部監査人は正確な技術理解と業務に関する豊

富な知見を求められる。内部監査人は今後、

アシュアランス業務とアドバイザリー業務を

提供するにあたり、業務への深い理解力だけ

ではなく多様なスキルをますます求められる。

第７章　おわりに
　前章までにおいて、様々なステークホルダー

からの企業価値向上という期待を背景に、内

部監査部門が提供するアシュアランス業務と

アドバイザリー業務の概観と実務上の課題を

検討した。

　アシュアランス業務では規範との乖離を検

証するが、専門性の高い分野では監査対象部

門との協力が求められる場面もある。アドバ

イザリー業務では専門的知見に加えて、対話

力や協働関係が重視されることもある。内部

監査人は法令等の理解、デジタル技術やＡＩ

活用といった新技術への対応だけではなく、

自社や他者（他部門）との関係構築力や対話

力などのソフトスキルも求められることが示

唆された。これらのスキルを継続して涵養す

ることが課題となる。

　アシュアランス業務とアドバイザリー業務

の両業務で求められるこれらのスキルは、あ

る監査人を基準とすると両立が難しいもので

はなく、実務や学習を通じて養われる。ただし、

第５章第２節で述べたように、アシュアラン

ス業務とアドバイザリー業務をバランスよく

遂行するにあたり、適切なスキルを持った内

部監査人の育成をどのように行い、優れた内

部監査人をいかに自社組織に配置するかが課

題となる。

　このような新技術への対応を含めた内部監

査人の育成や内部監査部門の成長のためにど

のような施策が必要か、最後に実務の観点か

ら提言する。

　第１に、ＩＩＡの研修や自己学習、アシュ

アランス業務とアドバイザリー業務の両機能

を往復することを通じて、内部監査人はサス

テナビリティ情報、デジタル技術、生成ＡＩ

を含めた多様な知見を積極的に吸収していく

ことを提言する。内部監査人は変化に対する

感度を高めて能動的な学習姿勢を持ち、提供

する業務の性質に照らして不足する知見を吸

収していくことが内部監査の機能を向上、発

揮させるうえで重要である。継続的な学習を

通じて従来とは異なる観点での示唆など、よ

り的確なアシュアランスと実効性のあるアド

バイスが可能となり、内部監査部門は経営判

断の質向上に貢献することができる。

　第２に、社内出身者と社外出身者の部門内

協働を積極的に促進することを提言する。昨

今、いわゆるキャリア採用は浸透してきてい

るが、内部監査部門は積極的に他社経験者を

自部門に受け入れる施策を講じることが考え

られる。社内出身者であれば社内の実務や関

係構築に優れた点があるが、アシュアランス・

アドバイザリー経験が不足している場合があ

る。一方で、特定の経験を備えた者を選別し

て採用した社外出身者であればアシュアラン
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ス・アドバイザリー経験は有してい

る可能性が高いが、社内実務に通じ

ておらず、関係構築が難しい場合も

ある。異なる出身者の部門内協働を

促進することで多面的な視点での業

務提供が可能となり、内部監査部門

の経営課題への対応力は向上すると

考える。

　第３に、内部監査人が生成ＡＩや

ＲＰＡ等を駆使し、仮説の設定や検

証、報告や提案の精緻化といった非

定型かつコア業務に注力して変革を図り、内

部監査部門のＤＸ化を実現することを提言す

る。例えば、他社事例の整理や法令に照らし

合わせた規程の不備レビューといった業務は

生成ＡＩに依拠し、内部監査人は仮説の設定

やリスク評価、監査対象部門との対話の強化

といったコア業務に注力することで業務の高

度化や変革を図ることができる。これにより

戦略的な観点からの経営層への示唆やアドバ

イスなどを行うことで、内部監査部門は経営

判断の質向上に貢献することができる。なお、

業務においてどのように生成ＡＩやＲＰＡ等

を活用し、内部監査をＤＸ化していくかにつ

き、ＣＩＡフォーラム 17 や業種別部会を通じ

た実務者間の知見交換の機会も豊富にあり、

内部監査人はこの機会を積極的に活用するこ

とが考えられる。

　以上の施策を通じて内部監査部門が経営判

断の質向上に貢献し、企業価値向上のための

パートナーと認められる過程を整理すると図

表３のようになる。

　すなわち、各施策は相互に補完し合いなが

ら内部監査部門が直面する課題に対応し、こ

れにより内部監査部門の能力は高まっていく。

内部監査部門はより深くより広い視点からア

シュアランス業務とアドバイザリー業務を提

供できるようになり、経営層はこれまで以上

に正確かつ洞察に富む情報を得ることができ、

経営判断の質が向上する。

　ステークホルダーの期待を背景に、内部監

査部門は各施策を通じて自らの力を高めるこ

とで提供業務の底上げを図り、経営層の経営

判断の質向上に貢献することで「企業価値向

上のためのパートナー」へ至ることができる。

注
１．�「コーポレートガバナンス・コード」は

2015 年に公表されて以降、2021 年６月

に最新版が公表されている。

２．�「伊藤レポート」は 2014 年に公表されて

以降、「伊藤レポート 3.0（ＳＸ版伊藤レ

ポート）」として、2022 年８月に最新版

が公表されている。

３．�ただし、結果的に企業価値を毀損した場

合でも、経営判断が著しく不合理な場合

に経営者は責任を負う（いわゆる経営判

断原則）。また、内部監査人は会社との間

に委任契約を締結しておらず（多くは雇

用契約と考えられる）、企業価値維持・向

上への期待は存在しても、その法的責任

や義務については取締役とは異なる立場

にあると筆者は理解している。

４．�内部監査人協会 .2017 年 .『専門職的実

施の国際フレームワーク－ 2017 年版－』

（IPPF）. 日本内部監査協会 .p.17

５．�内部監査人協会 .2025 年 .『グローバル内

部監査基準™－ 2024 年版－』. 日本内部

監査協会 .pp.224-225

＜図表３＞　内部監査部門の成長過程

※筆者作成

企業価値向上のためのパートナー

様々なステークホルダーからの期待

継続的学習

部門内協働 ＤＸの実現
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６．５．と同 .p.221

７．５．と同 .p.221

８．５．と同 .p.221

９．５．と同 .p.221

10．�内部監査人協会 .2025 年 .『品質評価マ

ニュアル－ 2024 年版－』. 日本内部監査

協会 .pp.104-106

11．�経済産業省ウェブサイト .「輸出者等

概要・自己管理チェックリスト（様

式３）」.<https://www.meti.go.jp/

policy/anpo/complaiance_programs_

xls/250617youshiki3.xlsx>（2025 年 7 月

20 日閲覧）

12．5．と同 .pp.22-25

13．5．と同 .pp.74-79

14．�「コーポレートガバナンス・コード」では

その前文で「本コードは、実効的なコー

ポレートガバナンスの実現に資する主要

な原則を取りまとめたものであり、これ

らが適切に実践されることは、それぞれ

の会社において持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上のための自律的な対応

が図られることを通じて、会社、投資家、

ひいては経済全体の発展にも寄与するこ

ととなる」15 とし、企業価値向上に向け

た自律的な対応を図る観点でガバナンス

が重視されていることを明らかにしてい

る。

15．�株式会社東京証券取引所 . コーポレー

トガバナンス・コード（2021 年６月

版）.<https://www.jpx.co.jp/equities/

listing/cg/tvdivq0000008jdy-att/

nlsgeu000005lnul.pdf>（2025 年 7 月 20

日閲覧）.p.1

16．ＡＣＬは Galvanize 社の登録商標である。

17．�本稿を執筆中の 2025 年８月 20 日時点で

は、a20「ＡＩを活用したリスクアプロー

チの方法の構築研究会」、e29「生成ＡＩ

を活用した内部監査業務の高度化に関す

る研究会」といった研究会がＡＩと内部

監査の関係について研究する活動を行っ

ている。
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宮崎　直樹（みやざき　なおき）

キヤノンマーケティングジャパン株式会社
グループ総合監査室

慶應義塾大学経済学部卒業後、監査法人および財務アドバイザリー企業に勤務。公認会計士として、
財務諸表監査や内部統制監査等の法定監査業務に従事するとともに、企業再生支援や中期経営計
画策定支援などの財務アドバイザリー業務を経験してきた。

その後、事業会社にて、公認内部監査人として組織監査やコンプライアンス監査をはじめとする
内部監査業務に携わり、企業のガバナンスおよびリスクマネジメントの向上に関する取り組みを
行っている。
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内部通報制度の革新と内部監査の新たな使命
――「第四の窓」モデルによる組織変革１

山崎　　哲
株式会社 商工組合中央金庫 監査部  

内部監査エキスパート 
公認内部監査人（ＣＩＡ）、内部統制評価指導士（ＣＣＳＡ）、

公認ＡＭＬスペシャリスト（ＣＡＭＳ）、応用情報技術者

 第５回（2025 年度）懸賞論文　優秀賞 受賞論文

序章　「第四の窓」という革新的解決策
　「統制は完璧です」「リスクは適切に管理さ

れています」「重大な不備はありません」――

日本中の会議室で、今日も同じ報告が繰り返

される。

　しかし現場は知っている。形骸化したチェッ

ク、機能しない統制、そして誰も口にしない

抜け道の存在を。なぜ誰も声を上げないのか。

答えは明白だ。制度の不備を指摘する場所が

ないからである。内部通報制度は存在するが、

不正や違反の告発に特化しており、制度その

ものの改善提案を受け付ける仕組みにはなっ

ていない。

　理論の世界では、内部統制も内部監査も、

固有の制約のもとで機能する。誤りや逸脱が

ゼロになることはない。にもかかわらず、実

務では多くの組織が「無謬性前提」――すな

わち「正しく設計された制度に従えば間違い

は起こらない」という幻想に固執する。

　この理論と実務の乖離が現場の沈黙を生み、

制度改善の機会を失わせる。規程の不備を語

る場がないことで、組織は学習機会を逸し、

同じ問題を繰り返すという悪循環に陥る。

　現行のインシデント報告制度には、もう一

つの欠陥がある。多くの組織で採用される三

つの窓――「理解不足」「認識不足」「資源不足」

には、「規程品質不足（規程が曖昧で現場実態

に合わない）」という選択肢が存在しない。す

べては個人や現場の問題に還元され、制度の

曖昧さは最初から除外されている。

　本稿が提案する「第四の窓」とは、従来の

三類型に「規程品質不足」という第四の選択

肢を設けるところから始まる革新的なモデル

である。これは単なる選択肢の追加ではない。

組織が自らの不完全性を認め、現場との協働

によって継続的改善を実現する文化変革の具

体的方法である。

　「第四の窓」の本質は、規程の不完全性を前

提とし、それを改善の機会に転換することに

あるが、単に様式を変更するだけでは機能し

ない。既存のホットラインを「負の窓」（問題

指摘）と「正の窓」（改善提案）の二枚看板に

拡張するという構造的変革が求められる。具

体的には、成功も失敗も、喜びも困りごとも、

すべてを受け止める「オープンライン」へと

変容させるのだ。

　この開かれた回線こそが「第四の窓」を開

く前提条件である。ポジティブな機能を先行

させることで心理的安全性が確立され、その

土壌の上に初めて「規程品質不足」が語られる。

オープンラインなくして第四の窓なし――こ

れが本稿の中心命題である。
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　時代はこの変革を後押ししている。ＩＩＡ

は 2025 年７月に『組織行動』トピック別要求

事項の公開草案を公表し、行動・意思決定・

人間関係の力学からなる組織行動を監査する

際の最低基準を示した２。カルチャー監査（組

織行動）の必須事項が明文化される意義は大

きい。

　本稿は、この「真実を語れない組織文化」

の構造を解明し、内部監査が内部通報制度の

ガバナンスと運用を独立の立場で評価し、改

善提言を通じて組織の自己改善能力を高める

道筋を論じる。沈黙の構造を分析し、第四の

窓が開かない要因を特定したうえで、オープ

ンラインを基盤とする制度設計の要件と検証

方法を提示し、その哲学的基礎と適用限界を

併せて論じる。小さな実装を梃子に大きな文

化を動かす試みとして、読者の批判と実践を

求める。

第�１章　「完璧な制度」という危険な錯
覚――組織が陥る無謬性の罠

1.1 「あっち側の人」になる瞬間
　営業現場で 10 年、「本部は現場を全く分かっ

ていない」「机上の空論ばかり」と愚痴をこぼ

していた人物が、本部に異動した途端、「現場

がきちんとやれば問題ない」と言い始める。

　これを本稿では「あっち側の人になる」現

象と呼ぶ。

　かかる劇的な心理的転換は、個人の気まぐ

れによるものではない。組織構造が生み出す

必然である。本部では「いかに完璧な制度を

作ったか」「どれだけ精緻な計画を立てたか」

が評価の中心となり、制度の限界を認めるこ

とは自分の仕事の価値を否定することとなり

かねないのだ。

　さらに深刻なのは、本部部門特有の距離バ

イアスである。物理的・心理的な隔たりが、

現場の苦労を他人事に変える。数字とレポー

トだけが現実となり、その背後にある人間の

葛藤や創意工夫は見えなくなる。かつて自分

が味わった苦労も、時間とともに美化され、「自

分はできたのだから、今の現場もできるはず

だ」という歪んだ認識が生まれる。

　本部自身も限られた予算と過大な要求の中

で制度の完全性や期限の達成が恒常的に求め

られ、これに届かなければ厳しい評価が待ち

受ける。こうした構造的矛盾が本部と現場の

相互不信を生む。「あっち側の人」になる現象

は資質ではなく構造の産物なのだ。本部も現

場も制約下で苦悩しており、改革を進めるに

は相互理解が不可欠なのである。

1.2 現実を直視できない制度設計の二重基準
　組織は本音では「単純な統制では不十分」

と理解している。実際、現金管理や機密情報

管理、個人情報保護など真にクリティカルな

領域では、一次チェック、二次検証、システ

ム突合、独立したモニタリングといった多層

防御が実装され、「人間は間違える」「システ

ムも完璧ではない」という前提で制度が設計

されている。

　にもかかわらず、大半の業務では「ダブル

チェックすれば完璧」「システム化すれば間違

いない」「マニュアル通りやれば問題ない」と

いう建前が横行する。なぜこのような二重基

準が生まれるのか。

　答えは単純だ。すべての業務に多層防御を

設計することは、コストと労力の観点から現

実的ではないし、それを正直に認めることも

できないからである。「この業務はそこまで重

要ではないので、簡易な統制で済ませます」

とは言えない。すべてが重要であり、すべて

が完璧に統制されなければならない。かかる

無謬性神話を前提としなければならないのだ。

結果、「形式的完全性と実質的脆弱性」が併存

する制度となる。ダブルチェックさえすれば

誤りは生じないという幻想に立脚する。だが

人は二重に見ても誤り得る。しかし制度はそ

れを想定せず、次の防御線を用意しない。

　制度の設計者も、この矛盾に気付いてはい



第５回（2025 年度）懸賞論文　優秀賞 受賞論文

19内部監査 No.12

る。それでも、予算と人員の制約下では形式

的な完璧さを優先せざるを得ない。本部は、

本来はリスクに応じて統制の強弱を調整すべ

きところを、無謬性神話に引きずられてすべ

ての業務を一律に重要と位置づけるルールを

作りがちだ。

　結果として、ダブルチェックという制度さ

え設ければ誤りは生じないという無謬性神話

が支配し、不備が起きればすべて現場のミス

として処理する風潮が強まる。この悪循環が

形式主義を固定化させていくのである。

1.3 現場の三つの適応戦略とその代償
　無謬性前提の下で、現場は三つの戦略を身

につける。

　第一は「沈黙」だ。「どうせ言っても無駄」

という諦念が蔓延し、問題を発見しても報告

せず、改善提案も控える。表面的には従順に

見えるが、心の底では「本部は現実を知らない」

という不信が渦巻く。

　第二は「現実的判断」である。本部照会を

原則としつつ、現場は高リスクを厳格に、低

リスクを簡素に扱う。しかしその線引きは、

無謬性神話に基づいて作成された規程には書

かれていない。現場は常に規程違反のリスク

にさらされている。現場の本音は「この線引

きこそ規程に書いてくれ」だ。

　第三は「部分的開示」である。喫緊の小さ

な問題だけを先に出し、形式的には「隠して

いない」を確保しつつ、根本的な論点は後回

しにする。

　これら三つの戦略が重なると悪循環が始ま

る。沈黙によって情報は痩せ細り、現場の独

自判断が水面下で広がり、表に出るのは小さ

な報告ばかり。階層を上がるごとに楽観が塗

り重ねられ、やがて実態とかけ離れた公式見

解が形づくられる。長年の先送りの果てに、

ついには破綻に至る。真実を語れない組織は、

いずれ自壊せざるを得ないのである。

　この悪循環を断ち切るには、規程の不備を

安全に指摘できる仕組みが不可欠であり、本

稿が第５章で詳述する「オープンライン」が

その解決策となる。

第�２章　内部監査の進化と可能性――準
拠性から対話的協働へ

2.�1 準拠性監査という不可欠な基盤とその
限界

　内部監査の起源は、規程や法律への準拠を

確かめる準拠性監査にある。この基礎的機能

は、どの段階でも欠かせない土台である。監

査人は規程通りの実施を検証し、業務品質が

想定水準を保持しているか保証を提供する。

　しかし準拠性監査のみでは限界がある。規

程自体の妥当性への踏み込みが不足し、現実

との乖離は対象外とされがちである。現場は

「気をつけます」と儀式的に答え、書類が揃え

ば問題なしという形式主義に陥る。準拠性監

査は不可欠な基盤だが、それだけでは本質的

リスクを見過ごし、無謬性神話を温存しかね

ない。

2.�2 リスクベース監査と経営監査の重層的
発展 

　リスクベース監査は、準拠性監査の基盤上

に新たな視点を加える重要な発展であった。

遵守確認に加え、リスク管理の実態を問うこ

とで監査機能が拡充される。なぜリスクが生

じたかを分析し、表面的症状から根本的問題

へと視野を広げる。準拠性の土台を維持しな

がら、リスクアセスメントによる優先順位付

けと合理的保証への理解を深める。

　 経営監査は、準拠性監査とリスクベース監

査を包含しながら、組織の意思決定プロセス

や文化を監査対象に加える。経営判断の経緯、

戦略遂行から生じる歪み、組織文化の健全性

を評価する。これらの監査アプローチは置き

換わるのではなく、成熟度に応じて重層的に

積み上がり、相互補完しながら総合的機能を

高める。
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2.3 カルチャー監査という新地平
　ＩＩＡは 2024 年にグローバル内部監査基準

（ＧＩＡＳ）を策定し、特定リスク領域ごとの

トピック別要求事項を新設、2025 年には「組

織行動」の草案を公表した。これは組織文化

や行動様式といった見えない要素の重要性へ

の認識を示す。

　カルチャー監査は「本当のことを言える組

織か」を問う。心理的安全性は確保されてい

るか、問題提起の仕組みは機能しているか、

失敗から学ぶ文化は醸成されているかを評価

し、具体的な行動の背景にある文化を診断す

る。

　同様の視点は規制当局も共有している。金

融庁の報告では準拠性監査の機能を基に経営

監査へ幅を広げ３、ガバナンス・リスク管理に

加え企業文化や意思決定構造の評価を監査対

象に含める動きを示している４。カルチャー監

査は、準拠性監査とリスクベース監査の基盤

を維持しながら、企業文化や行動を含む実質

的なガバナンス評価を可能にする。

2.4 異文化が示す共通の処方箋
　文化的背景が異なる米国とドイツが、独立

して同じ結論に至ったのは偶然ではない。米

国ＣＯＳＯは「リスクを脅威と機会の両面か

ら捉えるべき」と強調している５。失敗は恥で

はなく学習資源と捉えられ、アジャイル開発

やリーンスタートアップに体現されるように、

実践を通じて無謬性神話を打ち砕く文化が築

かれている。

　一方、ドイツ BaFin の MaRisk は、リスク

管理を組織の中核機能として制度に組み込み、

ＥＳＧリスクを含む重要リスクの継続的な識

別・評価・監視を義務づける。経営陣は内部

でモニタリングを行い、さらに少なくとも四

半期ごとに社内の独立した監督機関へ文書で

報告しなければならない６。ここでもリスクの

不在を前提とせず、不完全性を制度に埋め込

むことで、形式的完璧主義を打ち砕こうとし

ている。

　両者はアプローチこそ異なるが、誤りや残

余リスクを改善の契機とする点で一致してい

る。米国は失敗の共有を文化として根づかせ、

ドイツは制度化を通じて改善を強制してきた。

いずれも基礎的な統制機能を堅持しながら、

組織の発展を促している。

　日本の組織もまた、この姿勢を共有しつつ

無謬性神話を克服する道を探らねばならない。

その独自の方策として「和」の精神を協働の

力に変える仕組みが求められる。本稿はその

具体像を第五章で論じる。

第�３章　現実からの教訓――金融実務の
典型例

3.1 「100％か 0％か」の罠
　金融実務には、データが一部欠損しただけ

で「全部そろわなければ意味がない」と結論

づけてしまう局面がある。システム移行や連

携不具合により取得できない項目が生じると、

現場は完璧な資料がない限り分析自体を保留

にしがちだ。これは無謬性神話がもたらす典

型的症状であり、形式的な完璧さにこだわる

あまり、利用可能なデータを活かす発想が後

退する。

　その結果、残存リスクが膨らみ、組織全体

のリスク認識が歪む。表面上は「チェックは

している」という安心感が得られるが、実際

には真のリスクが覆い隠される。

　内部監査の使命は、現場の萎縮や負荷を理

解しつつも、残存リスクの過小評価を放置し

ないことにある。利用可能なデータから合理

的な判断を下し、完璧でなくとも有効なリス

ク管理へと発想の転換を促すことである。完

璧を求めるあまり現実的なリスク管理を放棄

することこそ、最大のリスクとなる。

3.2 「誤検知疲労」という諦念
　マネーロンダリング対策や不正検知システ

ムは、大量のアラートを吐き出すが、その多
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くが誤検知であることが珍しくない。現場で

は「また今日も 1000 件のアラート、999 件は

誤検知だろう」という諦念が蔓延し、意味の

薄い確認作業に追われるうちにシステムへの

信頼が低下していく。チェックは機械的にな

り、真に発見すべき異常への感度が鈍る。や

がて「このチェックは縮小しよう」という判

断に傾きやすくなるが、それは怠慢ではなく、

無益な反復で注意資源が枯渇した結果である。

　しかし、高い誤検知率はシステムの無意味

さではなく、ルールの粗さを示している可能

性がある。内部監査の使命は明確だ。現場の

疲労に共感しながらも、誤検知の山を学習資

産として再定義し、どのパターンが多いのか、

真の異常との境界はどこかを分析する。この

知見の蓄積が、閾値の調整やルールの改良、

モデル更新といった高度化の道筋を作り、誤

検知疲労を改善に変える。

3.3 「たかがコード」という軽視
　規制報告や資本計算、リスク管理の基礎と

なる属性コードは、一見ささいなものに見え

る。しかしその誤りは計算過程で増幅され、

累積効果は最終的な規制数値を大きく歪める。

　例えば、中小企業向け融資が大企業区分に

誤分類されればリスクウェイトの計算が狂い、

自己資本比率に影響する。担保の種別コード

が 間違えば回収率の想定が変わり、引当金計

算に波及する。「多少の誤りでも影響は軽微」

という油断が制度全体に波及し、監督当局へ

の報告の信頼性を根本から揺るがす。

　内部監査が果たすべきは、この「コード軽視」

の構造的問題を可視化し、基礎データの精度

確保を単なる事務処理から組織的ガバナンス

の課題へと引き上げることである。形式的な

ダブルチェックに終始せず、リスクに応じた

多層的な管理を構築する姿勢が求められる。

　これらの事例に共通するのは、完璧を求め

るあまり判断が硬直し、必要な対応が後手に

回る点だ。内部監査は、こうした構造的課題

を可視化し、リスクの大きさに応じた現実的

な管理体系の構築に向けて提言する役割を担

う。

第�４章　哲学的洞察――無謬性前提を超
えて

4.�1 ニーチェの警鐘――怪物と向き合う者
の宿命

　無謬性神話を超えるためには倫理的・哲学

的な自己反省が必要である。ニーチェは『善

悪の彼岸』で「怪物と戦う者は、自らが怪物

にならぬよう心せよ。ながく深淵をのぞき込

むときは、深淵もじっとこちらをのぞき返し

ているのだ」と警告した７。

　この言葉は、腐敗を暴く者が自ら腐敗し、

制度の欠陥を指摘する監査人が「無謬性」の

怪物と化す危険を示唆する。実際、内部監査

が「制度は間違ってはならない」という論理

に加担し、自らの正しさを絶対視して相手を

一方的に断罪すると、現場は萎縮し沈黙を選

び、対話は断絶する。その姿勢はやがて自ら

を正義の執行者と錯覚させ、異なる声を封じ

込める怪物へと変貌する。

　規程への不準拠や規程の欠陥を発見し、そ

れらを指摘し続けること自体が「監査の正し

さ」を保つ儀式となり、監査人は「欠陥を暴

く者」であり続けることにアイデンティティ

を見いだす。ニーチェが注意する「深淵」とは、

無謬性神話に取り憑かれた制度それ自体であ

り、そこに見入るほど「完璧な監査」の幻想

に囚われる。

　監査人が真に問うべきは「いかに制度を完

璧にするか」ではなく、「制度は必ず欠陥を抱

えるという前提で、いかに学習と改善の循環

を起こすか」である。ニーチェの言葉は、内

部監査の目的を再考させる出発点となる。

4.2 ハーバーマスの処方箋――対話が生む
正当性
　無謬性神話を超えるためにはまた、制度の



第５回（2025 年度）懸賞論文　優秀賞 受賞論文

22 内部監査 No.12

正当性を建設的に再構築する必要がある。

　この点、ハーバーマスは『近代の哲学的ディ

スクルスⅡ』において、主観哲学の限界を指

摘し、規範の正当性を対話的理性に基づいて

理解する視座を示している。

　具体的には、従来の主体が自分を反省する

ことに理性の基盤を置いてきた近代哲学を越

えて 、ハーバーマスは相互に語り合う人々の

合意に理性の根拠を求める。彼にとって規範

の正当性は対話の中にこそ見いだされる。す

なわち、制度やルールは関係者が互いに論拠

を示し合い、強制なき合意を形成できるとき

に正当化されるのである８。

　この考え方は内部監査の実践にも応用でき

る。内部監査は現場と本部の対話を橋渡しし、

建設的な合意形成を促す役割を担う。国際基

準のスリーラインモデルも、第一線・第二線・

第三線の補完的な協働を重視する。

　第四の窓は、まさにこの理想的発話状況を

組織に埋め込む装置である。制度の不備を指

摘する者と受け止める側が経験と根拠を共有

し、規程がそうなった理由を共に 掘り下げ、

解決策を模索する。このプロセス自体が正当

性を再構築するのである。

4.3 文化を超えて響き合う智恵
　このような哲学的洞察は、東西を問わず人

間と組織のあり方に通底している。中国古典

の『中庸』は「極端に偏らず和を保つ」こと

の重要性を説き、制度や言葉の限界を認識し

つつ自然な秩序の回復を目指す姿勢を示す。

　ニーチェの永劫回帰は「過ちは繰り返すも

の」であることを前提に歴史的批判の中から

新しい生への可能性を探り、ハーバーマスの

対話的理性の構想は「権威によらず、論拠の

相互理解によって進歩する」ことを示す。他方、

東洋思想でも過ちや不完全性を否定せず受け

入れ、対話を通じて次の一歩を踏み出すこと

が強調される。

　第四の窓モデルは、西洋の合理主義と東洋

の調和思想を融合し、「制度は常に未完成であ

り、対話と批判を通じて改善され続ける」と

いう普遍的な真理の上に立つ。文化的背景が

異なる米国ＣＯＳＯやドイツ BaFin の規制体

系が、失敗からの学習やリスク管理の独立性

を重視しているのも、この普遍性の一端であ

る。

　東西の哲学が独立して到達した共通認識―

―不完全性の受容と対話による改善――は、

組織変革の普遍的原理を示唆している。

第�５章　真実を語れる組織への転換――
「第四の窓」モデル

5.�1 問題の核心――なぜ規程の改善機会を
見逃すのか

　組織で問題が発生すると、その根本原因は

判で押したように三つに分類される――「理

解不足」「認識不足」「資源不足」。しかし現場

が日々格闘している第四の要因がある。「規程

の表現が曖昧・不適切で現場に合わない」だ。

しかしこの事実の指摘はタブー視される。規

程の曖昧さを認めると制度設計の責任を問わ

れることになるため、すべては現場の理解不

足と認識不足に還元され、規程の不明確さは

放置される。

　典型例として、「必要に応じて本部照会」の

「必要」の基準が明記されておらず、Ｑ＆Ａは

結局のところ「ケースバイケース」にとどま

り現場が迷い、事後に「なぜ照会しなかった」

と責められたあげく、報告書は「理解不足」

で締めくくられる。

　本稿が提案する第四の窓は、「規程品質不足」

という選択肢を正式に加えることでこの隠さ

れた問題を表に出し、現場と協働して規程を

進化させる文化変革の第一歩とする。

5.2 「第四の窓」モデルの設計思想
　第四の窓の本質は、規程の不完全性を前提

とし、それを継続的改善の資源に転換するこ

とにある。現場が規程の曖昧さを指摘でき、
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本部がそれを貴重な改善情報として受け止め

る仕組みを構築する必要がある。

　しかし単に報告様式に「規程品質不足」の

選択肢を加えても使われない。規程の不備を

指摘すると制度設計者への批判と受け取られ、

申告者が理解力不足と咎められるため、誰も

そのボタンを押さないのだ。

　そこで、オープンラインという新たな受け

皿が必要となる。申告を四区分（成功報告・

承認、愚痴・相談、改善提案、規程改善）に

振り分け、専用ルートで処理するのだ。迅速

な受領通知、１か月以内の改定可否・理由明

示を義務づける。採用案は改定前後の対照表

を公表し、却下理由も学習資産として蓄積す

る。

　制度が未完成であることを前提にした上で、

継続的な学習と改善のサイクルを回すことが

このモデルの核心である。

5.�3 ホットラインの拡張による「オープン
ライン」への大転換

　ここで、新たな窓口を設けるのではなく、

既存の内部通報制度（ホットライン）を拡張

し、「オープンライン」へと変革する意義を論

じる。消費者庁の令和５年度調査によれば、

通報件数を把握している事業者のうち「０件」

31.9％、「１～５件」31.2％と、６割超が年間

０～５件にとどまっている９。現行のホットラ

インは不正や違反といった限られたテーマし

か扱わず、そのため社員の利用は乏しい。

　一方、規程の曖昧さや矛盾を指摘しようと

すると、制度設計者への批判と受け取られ、

申告者自身が「理解力不足」と咎められるこ

とが多い。そもそも規程改善の経路が制度と

して明示されていないからである。

　こうした心理的構造を打ち破るために、既

存チャネルを抜本的に拡張する。具体的には、

ホットラインの従来の不正・違反告発機能を

維持しながら、成功報告・承認、愚痴・相談、

改善提案、規程改善（第四の窓）の四つの機

能を追加する。安心できる環境では、人は自

分の考えや問題を表明しやすくなる。オープ

ンラインは、安心して本音を打ち明けられる

場（いわば学校の保健室のような役割）とし

て機能する。

　従来の不正告発機能は維持しつつ、成功事

例と提案も扱うことで全体の利用が活性化し、

心理的安全性が高まる。これにより規程への

疑問や改善提案も前向きに受け止められるよ

うになる。

　「オープンラインなくして第四の窓なし」―

―既存のチャンネルを活かしたこの拡張を浸

透させることこそ、沈黙を破り現場と本部の

信頼を再構築する出発点となる。

5.4 「第四の窓」実装のための五つの柱
　本稿では、規程改善（第四の窓）の実装に

焦点を当て、次の五つの柱で具体化する。

１．�受付一本化：窓口を一元化し、傾聴に

徹して受け付け、内容に応じて四機能

に振り分ける。

２．�処理分離：規程改善と他の三機能を分け、

専任部署が独立して担当する。

３．�迅速な応答：速やかに受領を通知し、

１か月以内に改定可否と理由を明示す

る。

４．�透明性：採用案は改定前後の対照表を

公開し、却下理由も学習資産として記

録する。

５．�申告者保護：規程への疑問提起をした

社員の不利益取扱いを禁じ、建設的提

案は積極的に評価する。

　こうして「オープンライン」の基盤の上に、

規程改善を持続的に支える仕組みが築かれる。

5.�5 内部監査の新たな使命――対話の橋渡
し役として

　オープンラインと第四の窓のもとで、内部
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監査に「対話の橋渡し役」という新たな役割

が重層的に加わる。具体的には三つの評価機

能を担う。

　第一に「運用の適切性評価」――オープン

ラインが四機能それぞれ適切に運用されてい

るかを独立した立場から評価し、声が抑圧さ

れていないかを検証する。

　第二に「処理プロセスの検証」――各機能

の処理が適正に行われ、成果につながってい

るかを監査し、特に規程改善の実現状況を評

価する。

　第三に「組織学習の効果測定」――成功事

例の活用状況や規程改善の効果を独立的に測

定し、組織の問題解決能力の向上度を客観的

に評価する。

　監査人はニーチェの警句を胸に断罪的姿勢

を避け、ハーバーマスの対話的理性に基づい

て、独立性を保ちながら組織内の対話が健全

に機能しているかを検証する。執行に関与す

ることなく、異なる立場の声が適切につながっ

ているかを評価する役割が求められるのだ。

　独立性を保ちながら対話を評価するこの役

割は、カルチャー監査が目指す新たな内部監

査の姿そのものである。

5.6 期待される段階的変革
　第四の窓導入後の組織変革は段階的に進む。

導入後６か月の第一段階では、成功報告と承

認の共有から始まり、「話しても大丈夫」とい

う安心感が広がる。１～２年後の第二段階で

は、信頼関係の上に規程の使いづらさを含め

た本音が語られ始め、規程改善提案が定期的

に寄せられるようになる。

　導入後３年以降の第三段階では、規程の継

続的改善が文化として定着し、現場と本部が

協働して規程を進化させる。 これらの進展速

度は組織規模や文化により異なるため、各組

織は自らの状況に応じた目標設定が必要であ

る。重要なのは数値達成ではなく、段階的な

信頼構築と継続的改善の実現である。

5.7 実装への道筋
　第四の窓モデルは、米国の対話文化とドイ

ツの制度保障を日本の傾聴文化で統合した独

自のアプローチである。批判より改善、対立

より協働を重んじる日本の「和」の文化と響

き合い、現場と本部の信頼関係を再構築する

可能性を持つ。

結論　真実を語れる組織への転換
　本稿は、組織に蔓延する「無謬性神話」の

構造を解明し、その呪縛から解放される具体

的方策として「第四の窓」モデルを提案した。

　第一章では、「完璧な制度」という幻想が生

む組織の病理を分析した。本部は「あっち側

の人」となり、現場は沈黙・現実的判断・部

分的開示という三つの適応戦略で対処する。

この構造的矛盾が、真実を語れない組織文化

を再生産している。

　第二章では、内部監査の進化の軌跡を辿っ

た。準拠性監査から出発し、リスクベース監査、

経営監査、そしてカルチャー監査へと発展す

る中で、内部監査は「対話の橋渡し役」とい

う役割を重層的に加えつつある。

　第三章では、金融実務の具体例から、完璧

主義がもたらす現実的な弊害を示した。「100％

か０％か」の二元論、誤検知疲労、コード軽

視といった問題は、すべて無謬性前提が生む

症状である。

　第四章では、ニーチェとハーバーマスの哲

学的洞察を通じて、制度改革の倫理的基盤を

探った。監査人自身が「怪物」とならぬよう

自戒しつつ、対話的理性による正当性の再構

築が必要であることを論じた。

　第五章では、これらの分析を踏まえ、「第四

の窓」モデルの具体的設計を提示した。従来

の三類型に「規程品質不足」を加え、既存のホッ

トラインを「オープンライン」へと拡張する

ことで、規程の不完全性を改善の機会に転換

する。

　本稿が提案したのは、革命ではなく進化で
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ある。規程品質不足という選択肢を加え、内

部通報制度を拡張し、内部監査の役割を再定

義する――これらは小さな変更に見える。し

かし、その小さな窓から入る光が、沈黙の組

織を変えていく。

　完璧な規程など存在しない。しかし、改善

し続ける規程は強い。オープンラインがその

改善の循環を生み、内部監査が独立した立場

から対話を支える。規程の不完全性を前提と

し、それを学習の機会に転換する――これが

第四の窓モデルの本質だ。

　日本の組織は今、岐路に立っている。形式

的完璧主義に固執し続けるか、それとも不完

全性を受け入れて進化し続ける組織となるか。

第四の窓は、後者への扉である。

　真実を語れる組織へ――この変革に向けて、

内部監査と内部通報制度が手を携える時が来

た。第四の窓は、その協働の象徴である。小

さな実装で大きな文化を変える。その第一歩

を踏み出すのは、今である。 
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経済安全保障と内部監査

栗原　一福
日本内部監査研究所 上席研究員

元税務大学校長

 論　文

はじめに
　トランプ関税や中国による軍民両用（デュ

アルユース）のレアアースの対日輸出制限に

象徴されるように、安全保障が、政治や軍事

の分野に留まらず、経済分野にも及んで経済

安全保障問題となり、企業にとっては、これ

にどのように関わっていくかが、経営上の大

きな課題になってきている。このような状況

の下、内部監査には、法令や規則の遵守であ

るコンプライアンスに留まらず、個々の企業

の直面するリスクや経済安全保障に取り組む

中で生まれてくる機会を企業活動に活かす支

援を行うことが求められているのではないか。

本稿においては、背景としての経済安全保障

問題を概観した後、内部監査に何が求められ

るか、また、どのように取り組めば良いかに

ついて議論してみたい。

１．背景
（1）地経学の時代

　2026 年の世界は１月３日、第二次トランプ

政権下の米国が、南米ベネズエラを軍事攻撃

して、マドゥロ大統領を麻薬テロ共謀罪など

を理由として、ニューヨークに移送したこと

で幕を明けた。これが、米国によるベネズエ

ラの主権侵害にあたるのか、国際法違反では

ないか等の批判や議論を惹起している一方、

これまで法の支配に基づく国際秩序を支えて

きた G ７諸国をはじめとする西側諸国からは、

直接米国を名指しで批判する声は大きくない。

2022 年から継続中のロシアによるウクライナ

侵攻に続き、昨年末に公表された米国の国家

安全保障戦略において明らかにされた、西半

球を米国の勢力圏とする「ドンロー主義（ト

ランプ版モンロー主義）」が実際に発現した。

昨年の第二次トランプ政権発足以降、世界に

広がりつつあった、米国第一主義に基づくパ

ワーポリティクスが、一層進展したと言える

かもしれない。

　経済面においても、ソ連の崩壊により、自

由な市場経済の優位が確定し、グローバル化

の進展によって世界各国が繁栄を謳歌した時

代は既に過去のものとなった。現在は、中国

の驚異的な経済発展と米国の相対的国力の低

下による米中の覇権争いや、ロシアによるウ

クライナ侵攻に対する西側諸国による経済制

裁によって、世界中のサプライチェーンが分

断され、経済安全保障の確保が大きな課題と

なっている。これまでの「地政学」の枠組み

の中に、経済が武器として組み込まれ、国家

間対立の手段として、経済が用いられるよう

になるという「地経学」（参考文献４）の時代

である。

　このような現状について、経済産業省は、

2025 年４月に公表した「経済安全保障に関す

る産業・技術基盤強化アクションプラン再改
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訂にむけて」の中で、「４つの領域で地殻変動

が起こっており、大国間の覇権を巡る競争が

加速。」として、以下の４領域を挙げている１。

①　ルールベースの国際経済秩序の揺らぎ

　➢　�一方的措置や対抗措置、大規模支援策

等を通じた大国間のパワーベースの

競争が拡大

　➢　�大国による更なる産業・技術基盤の

「囲い込み」と「武器化」のリスクの

顕在化

②　エネルギー戦略の重要性の高まり

　➢　�生 成 Ａ Ｉ の 普 及 に よ る デ ー タ セ ン

ター等の電力需要の増加や大国によ

るエネルギーサプライチェーン支配

の動きが見込まれる中、インフラと

してのエネルギーと産業としてのエ

ネルギーの重要性が高まっている

　➢　�大国による支配的地位の確立に向け

た動きが見られるなど、ＧＸ２・エネ

ルギー戦略の動きが加速

③�　大国による新たなテクノロジー秩序の

形成

　➢　�大国によるＡＩを中心としたテクノ

ロジー覇権競争が激化、大国への産

業・技術基盤の集積にも繋がる

　➢　�テクノロジー覇権争いを通じた実体

的な秩序形成へ

④　フロンティア領域における競争激化

　➢　�宇宙や海洋、ドローンなどのフロン

ティア領域における競争も激化

　➢　�将来のコネクティビティインフラの

在り方にも影響

（2）政策ツールの「武器化」
　経済面に着目すれば、覇権確立のために、

様々な政策ツールが制裁や規制という形で「武

器化」される地経学の時代であり、経済合理

性だけで民間企業の活動を行うことが不可能

な時代となっている。すなわち、国家安全保

障の観点から、軍事的な優位の維持・確保の

ために、人工知能（Artificial Intelligence: ＡＩ）、

量子コンピューティング、バイオ技術、それ

らを支える先端半導体、レアメタル等につい

ては、国家やその支援による開発が進められ、

その秘密保持のために、輸出制限等が行われ

るようになっている。米国による最先端半導

体や半導体製造装置の中国企業への販売が禁

止される一方、中国は、電気自動車（Electric 

Vehicle: ＥⅤ）の蓄電池や半導体などの幅広い

産業に使用されているレアアース（希土類元

素）の輸出制限を行っている。これらの措置

によって、日本企業を含む世界中の民間企業

は大きな影響を受けている。

（3）経済的不可欠性・自律性
　このような時代にあって、民間企業は、政

治と経済の分離に基づく自由な市場経済を前

提とした経済的合理性のみに基づく行動をと

ることはできず、常に国家主体の行動を意識

して、最適な行動を選択する必要に迫られて

おり、それに伴って、内部監査のあり方にも

変化が求められていると言えよう。

　経済産業省によれば、「大国間競争の時代

において、我が国の自律性・不可欠性を確保

していくためには、これまでの産業振興策

（Promotion）、産業防衛策（Protection）、国際・

官民連携（Partnership）の一層の有機的連携

を進めるための仕組みが必要」とされ、「今後

の地政学的脅威・リスクが与える重要サプラ

イチェーンへの影響、さらに我が国の優位性、

不可欠性技術の把握・分析といった経済イン

テリジェンスを一層高めることが、全ての政

策立案、実行の起点」になるとされる３。　　　

２�．経済安全保障に対する企業の課題・
対応

（1）情報収集・提供
　このような地政学リスクや経済安全保障の

課題に対応していくためには、まず、情報収
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集が欠かせないことは言を俟たない。

　実際、ジェトロのアンケートにおいても、

経済安全保障の観点での課題として「規制の

最新情報のフォロー、アップデート」を過半

数の企業が挙げている。また、懸念する地政

学リスクとして、８割の企業が「輸出規制の

拡大・強化」を挙げており、次いで、「関税

引上げ」が 43％、「データ規制の拡大・強化」

が 28％となっており、国境措置の地政学リス

クとしての認識が高まっている。さらに、地

政学リスクへの対応としては、半数前後の企

業が、「情報収集の強化」、「輸出管理に関する

社内教育・普及啓蒙」、「輸出管理の社内審査

の強化」を挙げている４。

　

（2）リスクと機会　
　実は、日本は経済安全保障の分野では「先

進的」とされている。これは、2010 年９月

に起きた尖閣諸島での中国漁船衝突事件を契

機として、中国が日本に対してレアアースの

輸出を禁止したことで、経済安全保障上の問

題に直面して対処せざるを得なかったためで

ある。ハイテク産業などに欠かせないレア

アースの中国への依存度を下げるため、日本

は官民が協力してベトナムやフランスからの

輸入量を拡大させるなど、供給網の多角化を

進めた。具体的には、政府が、1,000 億円規

模の補正予算を迅速に成立させて、独立行政

法人エネルギー・金属鉱物資源機構（Japan 

Organization for Metals and Energy Security: 

JOGMEC）を通じた海外鉱山投資（オースト

ラリアのライナス社への投資等）を行い、中

国以外の供給先の確保に努めた。また、産業

界は、製品のレアアース含有量の削減を進め、

代替材料と新製品を開発することにより、消

費量を大きく減らした。さらに、ＷＴＯを通

じた法的措置をとることで、中国にレアアー

ス輸出割当規制を撤廃させるとともに、米国、

オーストラリア、インド等との二国間や多国

間のパートナーシップを結んで、中国依存を

減らすことに努める一方で、中国とのレアアー

ス取引は継続して現実的なバランスを維持し

た。

　その結果、輸入全体に占める中国からの割

合は、2009 年の 84％から 2020 年には 58％ま

で低下した。このような取り組みを既に行っ

ていたことから、日本の対応は、経済安全保

障問題に対するお手本とされている。ただし、

中国のレアアースが比較的安価であり、かつ

レアアースの精錬は環境汚染も伴うことなど

から、残念ながら、2023 年には 69％と再び上

昇し、依然として中国に頼っている状況に変

わりはない。

（3）�体制整備（専門型、従来延長型、委員
会型）

　企業における経済安全保障への対応として

は、新たに専門部署を創設体制整備する専門

型、従来の輸出管理部門などの機能を拡張す

る従来延長型、両者の折衷型とも言える関連

部署が集まって協議する委員会型が考えられ

る。

①　専門型
　専門型は、経済安全保障担当の役員クラス

の下に、専門の部署を設置して、サプライ

チェーンを中心とする様々な自社のリスクに

対応するものであり、理想的な形と言えよう。

ただし、新たに役員を任命して専門部署を設

けるためには、一見ビジネスに直接関係しな

いと考えられるか、関係するとしても中長期

的な課題と捉えられがちな経済安全保障の必

要性に対するトップの理解とリーダーシップ

が必要とされる。また、そのようなトップの

理解とリーダーシップが存在するとしても、

情報収集やロビイングなどのアドボカシー

（advocacy: 唱道）活動を行うためには相当な

予算が必要である。さらに、経済安全保障リ

スクを理解して情報収集に当たったり、関係

政府機関・当局にアドボカシー活動ができる
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人材が自社にいるかどうかも課題となる。直

ちに成果を出したいのであれば、自社に人材

がいない場合には、外部から人材を採用する

とともに、外部の有識者や研究機関などを活

用することになる。

②　従来延長型
　対照的なのが、従来からある輸出管理など

の部署を活用し、その機能を拡張することに

よって、経済安全保障のリスクに対応する従

来延長型である。この場合、予算的な負担増

は専門型に比して小さく済み、人材という面

でも、既に輸出管理を通して経済安全保障の

問題に対処してきた人材を活用できることか

ら、比較的スムーズな移行が期待できる。他

方で、従来からの輸出管理は、決められた法

律や制裁措置への対応という、言わばコンプ

ライアンスの問題であり、コンプライアンス

に加えて、不確実なリスクへの対応が求めら

れる経済安全保障に十分に対応できるかどう

かが課題となる。すなわち、コンプライアン

スは、決められたルールを如何に遵守するか

という、言うなれば受け身の（passive）対応

である。これに対して、経済安全保障におい

ては、将来起こり得る事態を想定して、それ

による自社へのリスクに如何に対応するかと

いう、言わば能動

的（proactive） な

対 応 が 求 め ら れ

る。その意味では、

法令遵守に長けた

人材が、必ずしも、

経済安全保障リス

クへの対応に向い

ているとは言えな

いかもしれない。

また、従来のコン

プライアンスへ対

応するための体制

が、リスクを察知

するのに欠かせない情報収集・分析・伝達や、

リスクを認識した後の対応に必ずしも適して

いない可能性も否めない。

③　委員会型
　両者の折衷とも言えるのが、委員会型であ

る。これは、経済安全保障に関係する部署を

委員会という形式で集めて、情報共有と対応

決定を行うものである。多くの場合、従来の

コンプライアンス対応ではカバーできないリ

スクに対応する部署の新設を伴うことになる

が、従来延長型に比して、経済安全保障リス

クにより適した形態と言えよう。また、完全

に経済安全保障に特化した組織を作るわけで

はないので、専門型よりも開始のコストやハー

ドルは低いと思われる。他方で、異なる部署

の共同作業となるため、経済安全保障リスク

に対する理解に齟齬が生じる可能性は否定で

きず、企業として効果的かつ効率的な情報収

集やリスク・機会への対応を行えるかは、経

済安全保障に関する意識の共有を含めて、如

何に緊密な社内コミュニケーションを行える

かにかかっている。委員会型の最大の問題は、

全社的なリスクの主幹部署が曖昧になり、オー

ナーシップを持って対応する部署を決められ

ない可能性があることだ。それぞれの部署が

図：経済安全保障に関わる日本企業の体制構築のパターン例

出所：�藪　恭兵「経済安全保障規制の将来、企業の取り組みは」ジェトロ地域・分析レポート（2023
年 ８ 月 29 日 ）https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0801/717d8b3a884
951ea.html

https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0801/717d8b3a884951ea.html
https://www.jetro.go.jp/biz/areareports/special/2023/0801/717d8b3a884951ea.html
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関係する所管事項について関与するため、全

体としてリーダーシップをとるのが難しくな

り、時として、責任の押し付け合いとなり、

リスクへの対応が遅れ、最悪の場合には間に

合わないかもしれない。このようなポテンヒッ

トを防ぐために、想定されるリスクを取りこ

ぼさないような体制づくりとコミュニケー

ションの構築が課題となる。

３．内部監査のあり方
　それでは、このような経済安全保障の課題

に直面する企業において、内部監査はどのよ

うにあるべきであろうか。上記の経済安全保

障の課題を前提とすれば、日本内部監査研究

所報告書「価値創造に貢献する内部監査～

戦略に貢献する内部監査への進化と提言～」

（2024 年７月）（以下、「2024 年報告書」）の

提唱する「価値創造へ向けて内部監査をステー

ジアップさせる」ことが必要である。

　すなわち、国家間対立の中で、経済制裁が

課され、輸出入が規制される場合には、ステー

ジ１のコンプライアンス・内部統制中心の内

部監査が求められるであろう。また、現時点

では、制裁措置が取られていなくても、将来

的に取られる可能性について備えるためには、

ステージ２のリスク・ベースの内部監査が求

められよう。さらに、経済安全保障をリスク

だけでなく、経済的なパラダイムが変化する

ことによる機会も提供すると捉えるならば、

ステージ３の戦略に貢献する内部監査をしな

ければならないだろう。以下、それぞれを具

体的に検討したい。

（1）�ステージ１：コンプライアンス・内部
統制中心の内部監査

　その根拠が、環境保護であれ、安全対策で

あれ、経済安全保障であれ、法令や規則には

従うことが求められ、内部監査はその確保に

貢献している。経済安全保障を根拠とする法

令や規則による規制についても、その他の規

制と同様に、法令や規則に従った対応が求め

られる。ただし、経済安全保障を理由とする

輸出入規制や取引制限は、その目的の性格上、

対応までの準備期間が短いか、場合によって

は直ちに発動されるなど、準備期間が無い場

合もあり、一段と難易度が上がる可能性が高

い。また、経済制裁の場合には、履行対象の

特定が困難な場合も多く、対象特定に適切な

措置が執られているか内部監査で確認する必

要がある。さらに、国家間の対立を背景にし

て行われた経済制裁の場合には、不利益を被

る企業のみでなく、その企業の属する国家が

制裁破りに加担することもある。そのような

ケースも想定して、コンプライアンスを確実

にする体制が採られているか、内部監査には、

より細心かつ厳格な対応が求められると言え

よう。

（2）ステージ２：リスク・ベースの内部監査
　経済安全保障を理由とする規制措置が採ら

れる状況では、決められた法令や規則を遵

守するだけでは十分ではない。むしろ、そ

のような法令や規則が作られること、すな

わち、自社にとってのリスクを予見した上

で、それへの対応を準備しておくことが重要

になる。2024 年報告書が提唱するように、全

社 的 リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト（Enterprise Risk 

Management: ERM）や企業文化などの面で対

応ができているかについて、内部監査を通じ

て確認する必要がある。

　経済安全保障が問われている状況において

は、これまでのように、経済合理性だけで経

営判断を行うことは、全てのリスクを考慮し

ていることにならず、結果として適切でない

判断となる可能性が高い。例えば、コスト面

だけを見て投資を決断したり、供給業者を選

択したりすると、投資先や供給業者が経済制

裁の対象になった場合に、大きな損失を被る

ことになる。

　最近の実例としては、オランダに本社のあ
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る半導体メーカー、ネクスペリアを巡るオラ

ンダと中国の安全保障上の対立から、日本の

自動車メーカーであるホンダがネクスペリア

の中国工場から半導体を調達できなくなり、

北米や中国で生産停止に追い込まれた。その

経験から、ホンダは自動車向け半導体の分散

調達を進めることになった。

　したがって、地経学的な状況を考慮して、

たとえコスト面では割高でも、将来的に投資

継続が望める立地や、安定した供給を続けて

くれる可能性の高い供給業者を選ぶことにな

る。そのような要因を考慮した経営判断を可

能にするためには、経済安全保障リスクを適

切に把握して、経営会議などの意思決定機関

に伝達する仕組みが作られているかの確認が

必要であろう。また、経済安全保障リスクを

把握して伝える仕組みが整っていても、最終

的に判断をする経営層が、そのリスクを考慮

して、それを踏まえた上で経営判断を行える

ようになっているか、言わば、経営層の経済

安全保障に対する理解度（Literacy: リテラ

シー）も問われることになる。経済安全保障

リスクを所掌する部局の構築と、そのリスク

の理解という、言わば、ハードとソフトの両

面での対応ができているかの検証が内部監査

に求められることになろう。

（3）ステージ３：戦略に貢献する内部監査
　経済安全保障は、リスクだけなく、機会

（opportunity）も生じさせる。すなわち、コ

スト面では太刀打ちできないケースでも、経

済安全保障の観点が加味されることによって、

ビジネスとして成立する可能性が出てくるの

である。

　例えば、自国 A 国の重要な貿易相手国であ

るＢ国のＣ国に対する経済制裁によって、Ｃ

国に立地する工場からＢ国への輸出が不可能

になる（逆にＣ国のＢ国に対する経済制裁の

ケースもあり得る）ことは、企業の投資戦略

において大きなリスクとなる。したがって、

Ｂ国とＣ国が対立関係にある場合には、それ

が相手国に対する経済制裁や貿易相手国に対

する制裁に繋がる可能性があるかどうかにつ

いての情報収集と情報分析、そして状況判断

が必要となる。リスク無しとして投資できる

に越したことはないが、仮にリスクありと判

断しても、ビジネス戦略上、Ｂ国またはＣ国

に投資を行わざるを得ない場合、リスクの大

きさに応じて、リスクが顕在化した場合の備

えをしておく必要に迫られることになる。リ

スクがあまりに大きい場合には、ビジネス戦

略を見直して、投資を断念せざるをえないこ

ともあるであろう。

　しかしながら、これはコスト面から自国で

の製品の生産を断念していた場合には、大き

な機会を提供する可能性もある。仮に自国Ａ

国がＢ国の同盟国であり、Ｂ国から経済制裁

を受けるおそれがないのであれば、同様にＢ

国を重要な貿易相手国とするＤ国の企業は、

供給が途絶する可能性のあるＣ国産の製品で

はなく、途絶の惧れのないＡ国の製品をコス

ト高でも求めるようになるだろう。また、Ａ

国政府が、それまではコスト面から製造業の

海外流出に打つ手がなかったとしても、コス

ト以外の面も評価されて国内で生産された製

品の競争力が出てくるのであれば、国内産業

の振興ひいては雇用の創出の観点から、補助

金の付与を始めとする様々な産業誘致策を採

ることは想像に難くない。

　実際、我が国においても、2022 年の経済安

全保障法に基づき、「国民の生存、国民生活・

経済に大きな影響のある物資の安定供給の確

保を図るため、特定重要物資の指定、民間事

業者の計画の認定・支援措置、特別の対策と

しての政府による取組等を措置」５するとされ

ており、2022 年度補正予算から 2025 年度補

正予算において、総額２兆 5,518 億円がサプ

ライチェーン強靭化予算として確保されてい

る。

　この点、2025 年の新「グローバル内部監査
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基準」においては、内部監査の目的として、

以下が示されていることが注目される。

「内部監査は、取締役会及び経営管理者

に、独立にして、リスク・ベースで、か

つ客観的なアシュランス（保証）、助言、

インサイト（洞察）及びフォーサイト（予

見）を提供することによって、組織体が

価値を創造、保全、維持する能力を高め

る」

※（ ）書きは筆者追記

　内部監査の機能として挙げられている、ア

シュランス（保証）、助言、インサイト（洞察）

及びフォーサイト（予見）のうち、経済安全

保障の観点、なかんずく戦略に貢献する内部

監査にとって最も重要なのは、フォーサイト

（予見）の提供であると思われる。

　2024 年報告書が指摘するように、「取締役

会・監査役会等や経営陣は非財務的なリスク

への関心が低く、新たなリスク管理体制の有

効性を内部監査で確認することへの理解も必

ずしも高くない場合があります。」６特に、経

済安全保障は最近大きく取り上げられるよう

になったとは言え、基本的にはマクロ的な地

政学的状況や対立を背景にしているため、経

済制裁といった形で具体的にビジネスに影響

してこない限り、経営層の関心を引かない場

合も多いと思われる。しかしながら、経済安

全保障をリスクへの対応として捉えるのでは

なく、ビジネスへの機会として活用していこ

うとするならば、リスクの裏腹としての機会

がどのような形で具現しているか、また将来

的に生じてくるかについてのフォーサイトが

欠かせない。そのための体制が構築されてい

るか、加えて、その体制を活用できるリテラ

シーが根付いているかを確認し、十分でない

場合には、その構築や整備のための方向性を

示すことが内部監査に求められているのでは

ないだろうか。

（4）�異なる経済安全保障対応体制（専門型、
従来延長型、委員会型）への内部監査

　２．（3）で述べたように、経済安全保障へ

の対応としては、専門型、従来延長型、委員

会型の３つの類型が基本的に考えられる。こ

れらに対する内部監査のあり方は、一言で言

えば、経済安全保障に対する体制が整ってい

る専門型については、内部監査は、それぞれ

の部署が期待されている役割を果たすための

機能と人員を備えているかの検証が主な職務

となるであろう。すなわち、役員級の責任者

が経済安全保障のリスクと機会を理解して、

必要なリーダーシップを発揮しているか。専

門部署の情報収集・分析能力が十分であり、

その成果が関係部署に過不足なく伝達され、

フィードバックを受けているか。法務、人

事、調達、各事業部などの多岐にわたる関係

部署が、それぞれの機能を果たし、経済安全

保障の課題に企業として適切な対応ができて

いるか。このような検証を主な任務とした上

で、理想とする経済安全保障への対応体制と

のギャップを明らかにして、必要に応じて改

善に向けた提言を行うことが求められるであ

ろう。

　他方、従来延長型の体制を取っている場合

には、大分異なる対応が求められることにな

る。役員級の責任者への対応は、専門型への

対応と大きな違いはないとしても、責任者か

ら直接の指揮命令を受けて報告相談を行う貿

易管理所管部門は、輸出管理などのコンプラ

イアンスを基本業務としてきたことから、法

令順守を超える、経済安全保障に伴うリスク

や機会への対応が不得手な可能性が高い。こ

れに対しては、専門型と同様、十分な予算措

置がなされ、情報収集・分析の体制が構築さ

れているかの検証に加えて、担当スタッフの

経済安全保障に関するリテラシーが十分かど

うかについても、内部監査の対象とする必要

があるかもしれない。それらが一定の水準に
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達していなければ、関係部署に対して、適切

な周知伝達を行えない事態にもなりかねない。

　両者の折衷型とも言える委員会型に関して

は、関係部署が参加する委員会という形をと

ることによって、一見、情報共有という内部

のコミュニケーションの面では問題が少ない

ように思われる。しかしながら、異なる部署

の共同作業となるため、経済安全保障リスク

に対する理解に齟齬が生じる可能性があり、

如何に緊密に実質的な社内コミュニケーショ

ンを行うかがカギになる。また、核となる部

署が確立していない場合には、そもそも共有

すべき情報の収集と分析が適切かという課題

に直面する。インテリジェンス機能の不在の

問題である。合議体ゆえに、意思決定に時間

がかかり、迅速な判断と対処が難しいという

課題があることも懸念材料である。役員級の

責任者が、経済安全保障に関するリテラシー

が高く、強いリーダーシップによって委員会

を牽引できなければ、体制は整っていても、

実際の経済安全保障の問題に対する対応が後

手に回るリスクが常について回るかもしれな

い。

４．今後の内部監査の方向性
　国家の経済活動への介入が常態化している

状況において、具体的な企業の課題としては、

まず、情報収集活動の強化があるだろう。自

由な市場経済を前提とした主に需要供給に関

わる情報収集に加えて、地政学的な動向を理

解し、国家の制裁や規制についての情報を収

集し、それらが自社の経済活動にどのような

影響が及ぶ可能性があるか分析する必要があ

る。また、国家による制裁や規制について、

一方的に甘受するのではなく、自社にとって

有利な形になるように政府に能動的に働きか

けることも必要になってくる。地経学の時代

にあっては、各国は、経済的自律性と不可欠

性を追求することになるが、政府が民間の経

済活動を全て把握しているとは言えず、国益

として経済活動をどのように保護・育成して

いくかを決定していく際には、民間企業から

のインプットが不可欠である。さらに、地経

学的なリスクが増大している現状は、裏返せ

ば、国家が経済的な自立性や不可欠性を確立

しようと競争している時代でもあり、そこに

ビジネスの機会を見出すしたたかさも求めら

れている。

　本稿で見てきたように、これまでの「地政学」

の枠組みの中に、経済が「武器」として組み

込まれ、国家間対立の手段として、経済が用

いられるようになるという「地経学」の時代

となり、「政治と経済は別」として、企業がそ

の活動において経済合理性を追求していれば

済む時代ではなくなった。企業活動を続けて

いく上で、経済安全保障に目配りせざるを得

なくなり、経済制裁等に対するコンプライア

ンス、さらには、経済制裁や経済威圧のリス

クへの対応が求められるようになっている一

方、地経学の時代は、企業に新たなビジネス

の機会を提示するものでもあり、それを如何

に活用するかが、今後の企業の盛衰に大きく

影響するであろう。

　そのような企業のあり方の変化に対して、

内部監査は極めて有効なサポートを提供する

ツールとなり得る。コンプライアンスやリス

ク対応は勿論のこと、経済安全保障への取り

組みの中で発現してくるビジネスの機会につ

いても、2024 年報告書の提唱する「価値創造

へ向けて内部監査をステージアップさせる」

ことで、企業経営に大きく貢献することが期

待される。

　法の支配に基づく経済のグローバル化の下、

経済活動の自由を謳歌できた時代から、ウク

ライナ戦争に象徴される剥き出しのパワーポ

リティクスが、経済的手段の国家間対立への

利用という形で経済の分野に及び、ビジネス

環境が大転換した中、企業活動を維持、さら

には発展させていくため、内部監査の一層の

強化・進化を図る必要がある。本稿がその一
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助になれば幸いである。
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内部監査と外部監査の連携に関する考察

岡田　慎太郎
千葉経済大学 経済学部 経営学科　教授

 論　文

１．背景と目的
　日本における監査制度は外部監査人による

監査（以下、外部監査１）、監査役（監査委員、

監査等委員を含む）による監査（以下、監査

役監査）、内部監査部門による監査（以下、内

部監査）の三様監査として説明される。これ

ら監査の役割や法的位置づけは異なるものの

互いに協力関係にある。鳥羽（2007）は、内

部監査、監査役、および公認会計士がそれぞ

れ行った内部統制の評価結果に関する情報は

可能な限り共有し、それぞれの監査目的に関

連して、その限界を見極めながら利用すべき

であるとしている。

　外部監査と内部監査の関係について、内部

監査基準（2014 年 5 月改訂、以下同様）では「相

互補完関係」があるとしており、先行研究で

は補完関係と代替関係があることが示されて

いる。補完関係とは内部監査と外部監査が情

報を共有することで双方の監査の品質を高め

ることを指し、代替関係とは、外部監査と内

部監査が重複を避けるために業務の調整を行

う、あるいは双方の監査の結果を利用するこ

とで監査の効率性を高めることを指す。内部

監査の役割について、内部監査基準では、ガ

バナンス・プロセス、リスク・マネジメント

およびコントロールの妥当性と有効性を評価

し、改善に貢献するとしている。従来の内部

監査の活動はコンプライアンスを中心に経営

者のチェック機能を担い、経営者への報告が

主であったが、現在は取締役会や監査委員会

へ報告を主とするモニタリング型へと変革し

ており、専門性や客観性の保持に向けた取り

組みも進められている。このような内部監査

機能の進化は、内部監査と外部監査の連携の

あり方にも影響を及ぼす。

　有価証券報告書におけるサステナビリティ

情報の開示が開始され、これら情報に対する

保証の議論も進んでいる。日本公認会計士協

会より公表されている監査実施状況調査（2024

年度）によると、外部監査の平均監査時間（金

融商品取引法監査と会社法監査の合計）は増

加の傾向が見られる２。このような中、内部

監査と外部監査の連携の拡大は、双方の監査

品質の向上に加えて、監査コストの削減や現

場における監査対応の負荷の軽減につながり、

制度の持続的な運用においても重要な要素と

なると考えられる。

　以上の背景に基づき、本研究は、内部監査

と外部監査の連携について、内部監査機能の

観点からその要因を分析し、連携メカニズム

を明らかにすることを目的とする。

2．内部監査と外部監査の連携の枠組み
(1)　内部監査と外部監査の関係
　町田（2012）は、外部監査と内部監査の関

係は、歴史的に内部監査又は内部統制の発展、
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外部監査の実施手続きの拡充、外部監査の役

割の変化に応じて変容してきたとしている。

その中でも内部統制報告制度（SOX 制度）の

導入は、内部監査と外部監査の関係に大きな

影響を与えた。同制度では、内部監査は内部

統制の基本要素の一つであるモニタリングに

おける独立的評価を担うことが基準上明記さ

れた。経営者は内部統制の有効性を評価する

ことが求められ、多くの企業では実務上、内

部監査がその実施者としての役割を担うこと

となった。このため、外部監査は内部監査の

活動を理解し評価を行うことが求められ、ま

た内部監査との作業範囲や時期の調整などを

行う必要性が生じた。

　近年のコーポレートガバナンスの強化に向

けた取り組みやガバナンス構造の変化も内部

監査と外部監査の関係に影響を与える。蟹江

（2020）では「ガバナンス構造の変化によって

内部監査のあり方が変化した場合には、外部

監査との連携にも変化が生じる可能性がある」

としている。2015 年に公表された「コーポレー

トガバナンス・コード」では、取締役会およ

び監査役会は外部監査人と内部監査部門の十

分な連携の確保に向けた対応を行うべきであ

るとしている。ガバナンス構造の変化により

内部監査の報告先に監査委員会が含まれる場

合、内部監査の客観性や独立性は向上し、外

部監査は内部監査の作業を利用しやすくなる

ことも考えられる。Munro and Stewart（2011）

では、企業の固有リスクをコントロールした

ところ、内部監査が監査委員会と強い報告関

係を有している場合に、外部監査は内部監査

が実施した業務に依拠する傾向があることを

示した３。

(2)　内部監査と外部監査の連携に関する基準
　内部監査および外部監査の監査基準には、

両者の連携に関する規定がある。内部監査の

国際的な基準である「グローバル内部監査基

準」では、「内部監査部門長は、内部及び外部

のアシュアランス業務のプロバイダと連携し、

そのプロバイダの 仕事に依拠することを検討

しなければならない」４としている。連携の例

としては、作業の範囲、時期などを合わせる

こと、互いの監査プログラムおよび報告書へ

のアクセスを提供することなどが挙げられて

いる。また、内部監査部門がプロバイダの仕

事に依拠できるか判断するためには、当該プ

ロバイダとの客観性や専門性に加え、発見事

項や結論が十分かつ信頼できる証拠に基づい

ていることなどを考慮すべきであるとしてい

る。日本内部監査協会が公表する内部監査基

準では、「内部監査は、法定監査の基礎的前提

としてのガバナンス・プロセス、リスク・マ

ネジメントおよびコントロールを独立的に検

討および評価することにより、法定監査の実

効性を高める一方で、必要に応じて、法定監

査の結果を内部監査に活用しなければならな

い」としており、補完関係および代替関係の

両方が示されている。

　外部監査の監査基準５では、「監査人は、企

業の内部監査の目的及び手続が監査人の監査

の目的に適合するかどうか、内部監査の方法

及び結果が信頼できるかどうかを評価した上

で、内部監査の結果を利用できると判断した

場合には、財務諸表の項目に与える影響等を

勘案して、その利用の程度を決定しなければ

ならない」としている。具体的には、監査基

準報告書 315（重要な虚偽表示リスクの識別

と評価）では、リスク評価手続において内部

監査の活動に従事する者への質問を含めなけ

ればならないとしており、「内部監査機能の

責任や活動が企業の財務報告に関連する場合、

監査人は、監査証拠の入手に当たり、監査人

自らが実施する監査手続の種類若しくは時期

を変更するか、又は範囲を縮小するために、

内部監査人の作業を利用できる場合がある」６

ことが示されている。また、監査基準報告書

610（内部監査人の作業の利用）では、内部監

査の利用に関する実務上の指針が示されてい
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る。川村（2021）では当該指針の内容につい

て、内部監査作業の利用の可否および程度は、

「客観性」、「専門的能力」、「専門職としての正

当な注意」および「コミュニケーション」に

ついて評価の上、決定されるとしている。

　内部統制報告制度に関する基準においても、

外部監査による内部監査業務の利用が規定さ

れている。財務報告に係る内部統制の評価及

び監査の基準７では、「監査人は、内部統制の

基本的要素であるモニタリングの一部をなす

企業の内部監査の状況を評価した上で、内部

監査の業務を利用する範囲および程度を決定

しなければならない」としている。また、財

務報告に係る内部統制の評価及び監査に関す

る実施基準８では、内部監査が実施する評価作

業の品質および有効性を評価する手続の例と

して、「作業実施者の能力及び独立性の検討」

や「当該作業の一部についての検証」が示さ

れている。

(3)　先行研究
　Bame-Aldred et al.（2013） は、 米 国 で の

SOX 制度導入以降の外部監査による内部監

査への依拠に関する研究を包括的にレビュー

した。レビューの結果、外部監査による内部

監査への依拠は、監査の効率性の向上、監査

報酬の減少、財務報告の質の上昇に影響を及

ぼすことや、監査における訴訟リスクの上昇

を示した。この結果は、外部監査と内部監査

の関係における補完関係と代替関係の両方の

存在を示している。Prawitt et al.（2009）は、

内部監査機能の質が財務報告における利益の

質に与える影響について検証を行った。内部

監査機能の質の要素として、Experience（経

験）、Certification（専門性）、Training（研修）、

CAEAC（監査報告書の提出先）、TimeFin（財

務報告関連監査の占める割合）、IASize（年

間平均監査時間）の 6 項目が選定されてい

る。検証の結果、内部監査機能の質は利益測

定における恣意性（Accruals）を低下させるこ

と、すなわち利益の質を高めることを示した。

Prawitt et al.（2011）は、内部監査が外部監査

報酬に与える影響について検証を行った。検

証の結果、内部監査人が外部監査の支援を行っ

た時間９と外部監査報酬には負の関連性がある

ことを示した。ただし、内部監査の通常の監

査活動に関わるコストと外部監査報酬には正

の関連性が見られることにも言及している。

　松井ほか（2015）は、内部監査機能の質に

関連する要素間の相関関係やガバナンス構造

等の外部要因との関連性について、日本内部

監査協会が実施した第 18 回監査総合実態調査

（2014 年監査白書）のデータに基づき分析を

行った。内部監査機能の質に関連する要素と

して、規模、監査範囲、客観性、専門性、研修、

経験、手続、調整、外部報告、内部報告の 10

項目が選定されている。検証の結果、内部監

査機能の質に関連する各要素には相互に正の

関連性があること、ただし、外部監査人との

調整や報告と他の要素との間には関連性がな

い、あるいは負の関連性があることを示した。

また、外部要因との分析において、企業規模、

外部監査人の規模および内部監査の品質評価

は内部監査機能の質に関連する要素と正の関

連性があるのに対し、外部監査報酬と内外監

査間の連携に関する項目には負の関連性があ

ることを示した。矢澤（2018）は、内部監査

コストと外部監査コストの決定要因について、

第 18 回監査総合実態調査（2014 年監査白書）

のデータに基づき分析を行った。検証の結果、

両者の共通点として総資産と社外取締役の比

率はそれぞれの報酬と正の関連性があること、

相違点として負債比率と新興市場への上場は

外部監査コストと正の関連性が見られるが、

内部監査コストと負の関連性があることを示

した。また、外部監査コストと内部監査コス

トについて、正の関連性があることを示した。

上村（2021）は、内部監査機能の質に関連す

る要素と外部監査報酬の関連性について、ア

ンケート調査により取得した 512 社のデータ
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に基づき分析を行った。検証の結果、内部監

査の規模、専門性、外部監査人による内部監

査報告書の閲覧は、監査報酬と正の関連性が

あることを示した。一方、外部監査人による

監査調書の閲覧、情報伝達は監査報酬と負の

関連性があることを示した。

3．内部監査と外部監査の連携の状況
(1)　内部監査と外部監査の連携
　日本内部監査協会 10 が実施した第 20 回監査

総合実態調査（2023 年監査白書）および第 19

回監査総合実態調査（2017 年監査白書）のデー

タを用いて、日本企業における内部監査と外

部監査の連携の状況について検討する。対象

は上場企業、サンプル数は 2023 年が 322 社、

2017 年が 978 社となる。

　図表１は、内部監査から外部監査への情報

伝達の実施状況を示している。内部監査から

外部監査への情報伝達は、内部監査による監

査結果の報告と外部監査による内部監査資料

の閲覧がある。内部監査による監査結果の報

告は「常に伝達」が 2023 年は 22.7％、「要請

や内容によって」も含めると 87.9％の企業に

て行われており、2017 年からは増加していた。

外部監査による内部監査資料の閲覧は、内部

統制報告制度対応の必要性から内部統制の評

価に関する資料（以下、ICFR 関連情報）は

2023 年では 70.5％の企業において行われてい

た。一方、監査報告書は 53.1％、監査計画書

は 30.4％、監査調書は 16.1％の企業において

閲覧が実施されており、2017 年から大きな変

動は見られなかった。

　図表 2 は、外部監査からの内部監査への情

報伝達の実施状況を示している。外部監査か

2023 2017

内部監査から外部監査への
監査結果の報告

常に伝達 22.7% 19.9%

要請があれば 35.1% 34.3%

内容によって 30.1% 27.9%

伝達していない 12.1% 17.9%

外部監査による
内部監査資料の閲覧

ICFR 関連情報 70.5% 71.8%

監査報告書 53.1% 49.7%

監査計画書 30.4% 30.4%

監査調書 16.1% 20.8%

図表１　内部監査から外部監査への情報伝達

2023 2017

外部監査から内部監査への
情報伝達

外部監査の要請 26.7% 21.8%

内部監査の要請 4.7% 5.2%

双方 56.5% 52.6%

伝達していない 12.1% 20.4%

外部監査から内部監査への
情報伝達の種類

ICFR 関連情報 73.9% 73.0%

監査の実施時期 49.4% 37.5%

監査の範囲 42.9% 31.5%

重要性の基準値及び
手続実施上の重要性

42.9% 28.9%

不正リスクに関する資料 39.1% 35.0%

監査手続の種類 35.7% 23.9%

図表２　外部監査から内部監査への情報伝達
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らの情報伝達は 2023 年では 87.9％の企業に

て行われており、2017 年から増加していた。

外部監査から内部監査への情報伝達の種類は、

ICFR 関連情報の伝達が 2023 年では 73.9％の

企業で行われていた。監査の実施時期は 2023

年では 49.4％、監査の範囲と監査上の重要性

の基準値は 42.9％、不正リスクは 39.1％、監

査手続の種類は 35.7％の企業において伝達さ

れ、いずれの項目も 2017 年からは増加してい

た。

　図表 3 は、内外監査間での業務調整の実施

状況を示している。内部監査による業務調整

は 2023 年では内容による調整を含めて 60.6％

の企業で行われており、2017 年からは若干

の減少が見られた。この業務調整には、実施

する監査箇所、監査日程や監査範囲・項目な

どの調整が含まれる。一方、外部監査による

業務調整は 2023 年のみのデータ 11 であるが、

31.4％の企業にて行われていた。この業務調

整には、実施する監査手続の種類や時期の変

更、または範囲を縮小するために内部監査人

の作業を利用することが含まれる。

　内部監査と外部監査の関係には、先行研究

において補完関係と代替関係があることが示

されている。内外監査間での情報伝達（外部

監査による内部監査資料の閲覧を含む）は、

情報が共有されることで双方の監査の品質を

高めることにつながることから補完関係と捉

えることができる。他方、内外監査間での業

務調整は、監査日程や監査箇所の重複を避け

るために監査業務の調整が行われ、必要に応

じて双方の結果が利用されることから代替関

係と捉えることができる。上記結果から、内

部監査と外部監査の連携は、補完関係および

代替関係の両面において実施されていること

が確認された。ただし、補完関係である内外

監査間での情報伝達に比べ、代替関係である

内外監査間での監査業務の調整、特に外部監

査による業務調整が行われている割合は低い

傾向が見られた。伝達される情報の種類につ

いては、制度対応として必要な ICFR 関連情

報に比べ、双方の監査業務内容（内部監査で

は監査報告書、監査計画書または監査調書、

外部監査では監査の実施時期、監査の範囲ま

たは監査手続の種類）が伝達されている割合

は低い傾向が見られた。

(2)　仮説の設定
　内部監査と外部監査の連携は、情報伝達と

業務調整の双方が行われることで補完関係お

よび代替関係が成立し、双方の監査の実効性

および効率性の向上が期待される。内外監査

間での業務調整が実施されるためには、双方

の監査業務を理解することが必要である。必

要かつ十分な監査業務に関する情報が得られ

ることで双方の業務に対する理解は深まり、

調整の機会は増加する。したがって、内外監

査間の業務調整には、内外監査間で伝達され

る情報量や内容が影響を及ぼすと考えられる。

　この点について、前節のデータを用いて分

析を行った。具体的には、内外監査間での情

報伝達について、閲覧または伝達される情報

図表３　内外監査間での業務調整の実施

2023 2017

内部監査による 
業務調整

調整している 23.6% 28.7%

内容により調整 37.0% 28.9%

調整していない 39.4% 42.3%

外部監査による 
業務調整

ある 31.4%

―ない 43.5%

わからない 25.2%
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の種類の数、または情報内容により 2 つのグ

ループに分け、内外監査間での業務調整が行

われる割合に差異があるか、検定を行った。

図表 4 はその結果を示している。内部監査に

よる業務調整、外部監査による業務調整のい

ずれにおいても、閲覧または伝達される情報

の種類の数が平均値より大きいグループ、ま

たは ICFR 関連情報に加え監査業務内容が含

まれているグループの方が、業務調整が行わ

れる割合は高く、有意な差が確認された。

　内部監査と外部監査の連携は、先行研究で

は内部監査機能の質に関連する要素の１つと

して取り上げられており、各要素は相互に影

響を及ぼすことが示されている。また、外部

監査が業務調整を行い、内部監査の監査結果

を利用するためには、監査業務内容の理解に

加え、専門性や客観性など内部監査機能の適

切性を評価することが求められる。したがっ

て、内外監査間での業務調整の実施に対し、

内部監査機能の質に関する要素は影響を及ぼ

すと考えられる。

　以上を踏まえ、本研究では、内外監査間で

の業務調整に対し、情報伝達および内部監査

機能の質に関連する各要素がどのような影響

を及ぼすのか確認するため、以下の通り仮説

を設定した。

仮説 1：�内部監査による業務調整の実施に対し、

内外監査間での情報伝達および内部

監査機能の質は影響を及ぼす。

仮説 2：�外部監査による業務調整の実施に対し、

内外監査間での情報伝達および内部

監査機能の質は影響を及ぼす。

4．サンプルの選択とリサーチデザイン
(1)　サンプルの選択
　今回の分析では、第 20 回および第 19 回監

査総合実態調査のデータを使用した。同調査

は日本企業における内部監査の取り組み状況

について企業へのアンケート結果を集計した

図表４　２グループの差の検定結果

(1) 内部監査から外部監査への情報伝達

内部監査による業務調整 外部監査による業務調整

企業数 割合 企業数 割合

閲覧される情報の種類の数が平均値より小さいグループ 671 0.459 160 0.250

閲覧される情報の種類の数が平均値より大きいグループ 629 0.717 162 0.376

t 値  -9.764** -2.462*

閲覧なし、または ICFR 関連情報が閲覧されているグループ 757 0.470 179 0.251

ICFR 関連情報に加え監査業務内容が閲覧されているグループ 543 0.742 143 0.392

t 値 -10.185** -2.717**

(2) 外部監査から内部監査への情報伝達

内部監査による業務調整 外部監査による業務調整

企業数 割合 企業数 割合

伝達される情報の種類の数が平均値より小さいグループ 750 0.451 154 0.221

伝達される情報の種類の数が平均値より大きいグループ 550 0.765 168 0.399

t 値  -11.979** -3.494**

伝達なし、または ICFR 関連情報が伝達されているグループ 794 0.462 172 0.244

ICFR 関連情報に加え監査業務内容が伝達されているグループ 506 0.775 150 0.393

t 値  -11.710** -2.906**

** は１% 水準、* は 5% 水準で有意を示す。
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ものである。回答企業数や回答項目は年度に

より異なるものの、現時点における日本企業

の内部監査実施状況を示す総合的なデータで

あると評価できる。また、ガバナンス構造に

ついては、日経コーポレート・ガバナンス評

価システム（NEEDS-Cges）のデータを用いた。

　分析の対象は先行研究を踏まえ上場企業と

した。サンプル数は 1,248（社・年）となる。

図表 5 にサンプル数の内訳、図表 6 に業種別

分布を示す。

(2)　分析モデル
　内外監査間の業務調整の実施に対し、情報

伝達および内部監査機能の質に関連する要素

がどのような影響を及ぼすのかを明らかにす

るため、以下のロジスティック回帰モデルを

用いて仮説検証を行う。

Y(0,1) = �β 0 + β 1 IA_REV_NUMit   

+ β 2 EA_REP_NUMit + β 3 IA_SIZit  

+  β 4 IA_COVit + β 5 IA_OBJ_FULit  

+ β 6 IA_OBJ_AUDit  +β 7   IA_PROit 

+β 8  IA_TRA it + β 9 IA_EXPit  

（単位：社）

2023 2017

上場企業数 3,933 3,602

　控除：監査総合実態調査対象外 3,301 2,009

監査総合実態調査対象企業 632 1,593

　控除：上場企業以外 310 615

監査総合実態調査対象企業（上場企業） 322 978

　控除：データ欠損等 13 39

サンプル数 309 939

図表５　サンプル数

企業数 割合 企業数 割合

建設業 53 4.2% その他製品 51 4.1%

水産・農林業 3 0.2% 卸売 102 8.2%

食料品 50 4.0% 百貨店・スーパー 19 1.5%

繊維製品・紙・パルプ 25 2.0% その他小売 48 3.8%

化学 108 8.7% 銀行業 23 1.8%

薬品 33 2.6% 証券・商品先物取引業 8 0.6%

石油・石炭・鋼業 10 0.8% その他金融 13 1.0%

ゴム製品 8 0.6% 生命保険 5 0.4%

ガラス・土石製品 19 1.5% 損害保険 4 0.3%

鉄鋼 18 1.4% 運輸・倉庫 54 4.3%

非鉄金属・金属 39 3.1% 不動産 38 3.0%

機械 85 6.8% 電気・ガス業 20 1.6%

電気機器 107 8.6% 放送・マスコミ・通信・広告 21 1.7%

輸送用機器 60 4.8% IT・情報サービス 119 9.5%

精密機器 25 2.0% その他サービス 80 6.4%

合計 1,248 100.0%

図表６　業種別分布
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+ β 10 IA_MANit + β 11 GOV_STRit 

+ β 12 IND_DIRit + β 13 COP_SIZit 

+ ε it　　　（１）

Y(0,1) = �β 0 + β 1 IA_REV_CONit 

+ β 2 EA_REP_CONit + β 3 IA_SIZit 

+ β 4 IA_COVit+ β 5 IA_OBJ_FULit 

+ β 6 IA_OBJ_AUDit + β 7 IA_PROit 

+ β 8  IA_TRAit + β 9 IA_EXPit 

+ β 10 IA_MANit + β 11 GOV_STRit  

+ β 12 IND_DIRit + β 13COP_SIZit　

+ ε it　　　（２）

　 被 説 明 変 数 Y は、 仮 説 1 の 検 証 で は IA_

ADJUST、仮説 2 の検証では EA_ADJUST と

なる。IA_ADJUST、EA_ADJUST ともに業務

調整が行われていれば 1、それ以外は 0 とす

る二値変数である。

　説明変数には、内外監査間での情報伝達と

内部監査機能の質に関連する要素を設定した。

内部監査から外部監査への情報伝達について

は、外部監査により閲覧される情報の種類の

数（IA_REV_NUM） と 情 報 内 容（IA_REV_

CON）の 2 つの変数を設定した。外部監査か

ら内部監査への情報伝達についても同様に、

伝達される情報の種類の数（EA_REP_NUM）

と情報内容（EA_REP_CON）の 2 つの変数

を設定した。情報内容については、制度対応

として必要な ICFR 関連情報に加え、それぞ

れの監査業務内容（内部監査では監査報告書、

監査計画書または監査調書、外部監査では監

査の実施時期、監査の範囲または監査手続の

変数 定義

IA_ADJUST 内部監査が外部監査と業務調整を行っていれば 1、それ以外は 0

EA_ADJUST 外部監査が内部監査と業務調整を行っていれば 1、それ以外は 0

IA_REV_NUM 外部監査により閲覧される情報の種類（ICFR 関連情報、監査報告書、監査調書、監査計画書）の数（0 から 4）

IA_REV_CON
外部監査により閲覧される情報について、ICFR 関連情報に加え、監査業務内容（監査報告書、監査計画書また
は監査調書）が閲覧されていれば 1、それ以外は 0

EA_REP_NUM
外部監査から内部監査へ伝達する情報の種類（ICFR 関連情報、不正、監査手続の種類、監査の実施時期、監査
の範囲、重要性）の数（0 から 6）

EA_REP_CON
外部監査から内部監査へ ICFR 関連資料に加え、監査業務内容（監査の実施時期、監査の範囲または監査手続
の種類）が伝達されていれば 1、それ以外は 0

IA_SIZ 内部監査部門に所属する人数（自然対数）

IA_COV
内部監査の対象となっている範囲（本社のうち、人事・総務・経理等の部門、本社のうち他の機能、国内事業所、
海外事業所、国内子会社・関連会社、海外子会社・関連会社）の数（1 ～ 6）

IA_OBJ_FUL 内部監査部門の人数に占める専任者の割合

IA_OBJ_AUD 内部監査の報告書の宛先に監査役（監査委員会を含む）が含まれていれば 1、なければ 0

IA_PRO
内部監査部門における専門資格（内部監査士、公認内部監査人、公認情報システム監査人、公認会計士）保有
者の比率

IA_TRA 内部監査部門にて教育・研修を社内・社外で行っていれば 2、社内か社外どちらかであれば 1、未実施であれば 0

IA_EXP
内部監査部門における平均在籍年数が 3 年未満であれば 1、3 年以上 5 年未満であれば 2、5 年以上 10 年未満
であれば 3、10 年以上であれば 4

IA_MAN 内部監査規程と内部監査実施細則・手続書の両方を作成していれば 1、それ以外は 0

GOV_STR
ガバナンス体制において、指名委員会等設置会社または監査等委員会設置会社の場合には 1、監査役会設置会
社の場合は 0

IND_DIR 取締役総数に占める社外取締役の割合

COP_SIZ 総資産額（自然対数）

図表７　変数の定義
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種類）が含まれている場合は 1、それ以外は 0

とするダミー変数とした。（1）式では、伝達

される情報の量、（2）式では内容が変数となる。

　説明変数に加える内部監査機能の質に関連

する要素は、先行研究に基づき内部監査部門

の人数（IA_SIZ）、監査対象範囲（IA_COV）、

客観性（IA_OBJ_FUL、IA_OBJ_REP）、専門

性（IA_PRO）、 研 修（IA_TRA）、 経 験（IA_

EXP）、手続（IA_MAN）を設定した。

　また、先行研究 12 では、ガバナンス構造の

変化が内部監査機能に影響を与えることが示

されている。したがって、その影響をコントー

ルするためガバナンス構造に関する変数とし

て、ガバナンス体制（GOV_STR）と社外取締

役比率（IND_DIR）を設定した。最後に、企

業特性をコントールするため、企業規模（COP_

SIZ）を変数として設定した。図表 7 は変数の

定義を示している。

(3)　記述統計量
　図表 8 は各変数の記述統計量、図表 9 は変

数間の相関係数表を示している。記述統計量

では、EA_ADJUST は 2023 年度のみのデータ

となるため、サンプル数は 309 社となる。相

関係数では、IA_ADJUST、EA_ADJUST とも

に内外監査間の情報伝達を示す変数 IA_REV_

NUM、IA_REV_CON、EA_REP_NUM、EA_

REP_CON との間に正の関連性がみられた。

IA_ADJUST と内部監査機能の質に関連する他

の要素については、IA_EXP を除きすべて負の

関連性が見られ、EA_ADJUST と内部監査機

能の質の各要素については、正と負の関連性

が混在していた。ガバナンス構造に関する変

数との関連について、IA_ADJUST と GOV_

STR は正の関連性、IND_DIR とは負の関連

性が見られたが、EA_ADJUST は両方の変数

ともに負の関連性が見られた。

5．検証結果
(1)　仮説 1 の検証結果
　ロジスティック回帰モデルの推計結果を図

表 10 に示す 13。分析にあたっては、誤差項の

変数名 サンプル数 平均 標準偏差 最小値 中央値 最大値

IA_ADJUST 1,248 0.579 0.494 0.000 1.000 1.000

EA_ADJUST 309 0.311 0.464 0.000 0.000 1.000

IA_REV_NUM 1,248 1.727 1.147 0.000 1.000 4.000

IA_REV_CON 1,248 0.418 0.493 0.000 0.000 1.000

EA_REP_NUM 1,248 2.433 1.979 0.000 2.000 6.000

EA_REP_CON 1,248 0.387 0.487 0.000 0.000 1.000

IA_SIZ 1,248 1.528 0.996 0.000 1.386 4.977

IA_COV 1,248 4.304 1.445 1.000 4.000 6.000

IA_OBJ_FUL 1,248 0.789 0.330 0.000 1.000 1.000

IA_OBJ_AUD 1,248 0.647 0.478 0.000 1.000 1.000

IA_PRO 1,248 0.299 0.367 0.000 0.111 1.000

IA_TRA 1,248 1.342 0.575 0.000 1.000 2.000

IA_EXP 1,248 2.284 0.836 1.000 2.000 4.000

IA_MAN 1,248 0.579 0.494 0.000 1.000 1.000

GOV_STR 1,248 0.260 0.439 0.000 0.000 1.000

IND_DIR 1,248 0.311 0.134 0.000 0.286 0.750

COP_SIZ 1,248 11.337 1.966 6.297 11.169 17.919

図表８　記述統計量
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（パネル 1）被説明変数：IA_Adjust

(1) 式 (2) 式

係数 z 値 p 値 係数 z 値 p 値

IA_REP_NUM 0.434 6.92 0.000 **

IA_REP_CON  0.882 6.64 0.000 **

EA_REP_NUM 0.375 9.55 0.000 **

EA_REP_CON  1.170 8.59 0.000 **

IA_SIZ 0.062 0.60 0.546 0.082 0.82 0.414

IA_COV -0.095 -1.93 0.054 † -0.085 -1.78 0.074 †

IA_OBJ_FUL -0.157 -0.77 0.439 -0.236 -1.21 0.226

IA_OBJ_AUD -0.295 -2.06 0.039 * -0.276 -1.99 0.047 *

IA_PRO -0.243 -1.31 0.190 -0.261 -1.46 0.144

IA_TRA -0.068 -0.55 0.586 -0.024 -0.2 0.844

IA_EXP -0.004 -0.06 0.954 0.001 0.02 0.988

IA_MAN -0.145 -1.05 0.295 -0.075 -0.55 0.581

GOV_STR 0.305 1.93 0.053 † 0.306 1.97 0.049 *

IND_DIR -0.738 -1.31 0.192 -0.472 -0.86 0.392

COP_SIZ 0.012 0.23 0.816 -0.033 -0.63 0.530

定数項 -0.324 -0.56 0.576 0.779 1.43 0.153

Observations 1,248 1,248

Year Yes Yes

Wald χ 2 201.54 161.65

Prob> χ 2 0.000 0.000

（パネル 2）被説明変数：EA_Adjust

(1) 式 (2) 式

係数 z 値 p 値 係数 z 値 p 値

IA_REP_NUM 0.287 2.30 0.021 *

IA_REP_CON  0.470 1.77 0.076 †

EA_REP_NUM 0.208 3.05 0.002 **

EA_REP_CON  0.491 1.82 0.069 †

IA_SIZ 0.180 0.95 0.344 0.159 0.84 0.399

IA_COV -0.168 -1.88 0.060 † -0.162 -1.86 0.063 †

IA_OBJ_FUL 0.344 0.64 0.524 0.212 0.41 0.682

IA_OBJ_AUD -0.418 -1.51 0.131 -0.395 -1.47 0.142

IA_PRO 0.414 1.20 0.228 0.274 0.82 0.410

IA_TRA 0.091 0.33 0.739 0.167 0.64 0.525

IA_EXP 0.164 1.13 0.259 0.190 1.35 0.177

IA_MAN -0.304 -0.98 0.328 -0.219 -0.74 0.461

GOV_STR -0.083 -0.30 0.766 -0.158 -0.58 0.562

IND_DIR -1.133 -0.91 0.361 -0.685 -0.56 0.574

COP_SIZ -0.067 -0.76 0.449 -0.093 -1.08 0.282

定数項 -0.846 -0.67 0.505 -0.076 -0.07 0.948

Observations 309 309

Year No No

Wald χ 2 28.80 20.65

Prob> χ 2 0.007 0.080

注 1）** は 1% 水準、* は 5% 水準、†は 10% 水準でそれぞれ統計的に有意（両側検定）

図表 10　推計結果
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不均一分散と系列相関を考慮するため、企業

クラスターについて補正された標準誤差（One 

Way Cluster Robust Standard Error）を用いて

いる。

　パネル１は仮説１の推計結果を示している。

（1）式では、IA REV_NUM および EA REP_

NUM の係数は正かつ１％水準で有意となっ

た。内外監査間で閲覧または伝達される情報

の種類の数が多いほど、内部監査による業務

調整が行われる可能性は高くなることが示唆

される。一方、内部監査機能の質に関連する

要素について、客観性を示す IA_OBJ_AUD の

係数は 5％水準で有意に負、監査対象範囲を

示す IA_COV の係数は 10％水準で有意に負で

あった。他の変数の係数は内部監査部門の人

数を示す IA_SIZ を除き負の値を示したが、有

意とはならなかった。

　内部監査機能の質と業務調整の間に負の関

係が見られる点については、企業の固有リス

クの観点から解釈できる。すなわち、企業に

おける業務の複雑性、業績の低下や財務上の

課題など固有リスクが高い場合、経営者はモ

ニタリング機能を強化する必要性を認識し、

内部監査機能を強化することが考えられる。

この場合、内部監査の実施にあたり監査リス

クが高くなることから、他者の結果に依拠す

ることはできなくなり、業務調整は行われな

くなると解釈され、先行研究における内部監

査コストと外部監査コストに関する分析結果

などとも整合性がある。ただし、今回の分析

では、内部監査機能の質に関する要素 8 項目

のうち、係数が有意となったのは 2 項目のみ

であることから、分析モデルに固有リスクに

関する変数を追加するなど、さらなる検討が

必要である。

　ガバナンス構造については、GOV_STR の

係数が 10％水準で有意に正となった。ガバナ

ンス体制において、指名委員会等設置会社ま

たは監査等委員会設置会社を選択した企業の

方が内部監査において業務調整が実施される

可能性は高くなる傾向が示された 14。

　（2） 式 で は、IA_REV_CON お よ び EA_

REP_CON の係数は正かつ１％水準で有意と

なった。内部監査間で ICFR 関連情報に加え

監査業務内容が閲覧または伝達されている場

合、内部監査による業務調整が行われる可能

性が高いことが示唆される。他の変数につい

ては（1）式の結果と大きな差異はなかった。

　以上より、仮説１について、内部監査によ

る業務調整の実施に対して内外監査間の情報

伝達が影響を及ぼすことが支持された 15。一

方、内部監査機能の質については、客観性お

よび監査対象範囲が業務調整の実施に対し影

響を及ぼす傾向が示されたものの、その他の

要素については仮説を支持する結果は得られ

なかった。

(2)　仮説 2 の検証結果
　パネル 2 は仮説 2 の推計結果を示している 16。

（1）式では、IA REV_NUM の係数は正かつ

5％水準で有意、EA REP_NUM の係数は正か

つ 1％水準で有意となった。内外監査間で閲覧

または伝達される情報の種類の数が多いほど、

外部監査による業務調整が行われる可能性が

高いことが示唆される。内部監査機能の質に

関連する要素の係数については、IA_COV の

係数は 10％水準で有意に負となったが、他の

変数の係数は有意とはならなかった。ガバナ

ンス構造に関する変数についても有意とはな

ら な か っ た。（2） 式 で は、IA_REP_CON お

よび EA_REP_CON の係数は正かつ 10％水準

で有意となったが、他の変数については（１）

式の結果と大きな差異はなかった。

　以上より、仮説 2 について、外部監査によ

る業務調整の実施に対して内外監査間での情

報伝達が影響を及ぼすことが支持された 17。

ただし、本結果に関しては、一部の係数につ

いて有意水準が 10％であること、また（2）

式ではモデルのあてはまりを示す p 値（Prob>

χ 2）は 10％水準であることから留意が必要
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である 18。内部監査機能の質については、監

査対象範囲が業務調整の実施に対し影響を及

ぼす傾向が示されたものの、その他の要素に

ついては仮説を支持する結果は得られなかっ

た。

　なお、内部監査機能の質を示す変数のうち、

監査の客観性や専門性を示す変数（IA_OBJ_

FUL、IA_PRO、IA_TRA、IA_EXP） の 係 数

の符号は、仮説 1 と異なり正であった。外部

監査による業務調整に際しては、監査基準に

より内部監査機能の適切性を評価することが

求められているためと解される。

6．まとめと今後の課題
(1)　まとめ
　本研究では、内部監査と外部監査の連携に

ついて、内部監査機能の観点からその要因を

分析し、連携メカニズムを明らかにすること

を目的とした。内部監査と外部監査の連携の

うち、内外監査間での情報伝達に比べ、内外

監査間での業務調整、特に外部監査による業

務調整の実施割合は低い傾向が確認された。

これを踏まえ、内外監査間での業務調整の実

施に対し、情報伝達および内部監査機能の質

がどのような影響を及ぼすのか検証を行った

ところ、内外監査間の情報伝達は、双方の監

査における業務調整の実施に対しプラスの影

響を及ぼすことが示唆された。一方、内部監

査機能の質については、一部の要素がマイナ

スの影響を及ぼす傾向が示された。ガバナン

ス構造については、ガバナンス体制において

指名委員会等設置会社または監査等委員会設

置会社を選択した場合、内部監査による業務

調整に対してプラスの影響を及ぼす傾向が示

された。

　内部監査と外部監査の連携は、情報伝達お

よび業務調整の双方が行われることにより補

完関係および代替関係が成立し、双方の監査

の実効性および効率性の向上が期待される。

内部統制報告制度の開始により、内外監査間

での情報伝達は大きく進捗した。本研究の分

析により、内部統制報告制度対応の情報に加

えて、双方の監査業務内容に関する情報が十

分に伝達されることが、業務調整の実施につ

ながることを実証的に示した。内部監査と外

部監査の連携におけるメカニズムの一部を明

らかにすることができたと考える。

　企業活動の複雑化や開示の拡大に伴い内部

監査の重要性が高まる中、両監査の連携によ

る監査品質の向上や効率的な監査の実施が求

められている。本研究は、学術的な知見に加え、

内部監査と外部監査の連携拡大に向けた実務

的示唆を提供するものであると考える。

(2)　今後の課題
　今後の課題として 2 点を取り上げる。1 点

目は内部監査と外部監査の連携が双方の監査

の実効性または効率性に与える影響について

である。本研究では、内部監査と外部監査の

連携が実施されるメカニズムに焦点を当てた。

ただし、連携が実施された結果、双方の監査

の実効性および効率性が向上されたのかにつ

いては明らかにできていない。この点につい

ては先行研究も実施されているが、引き続き

取り組む課題である。

　2 点目はデータの整備と拡充である。有価証

券報告書等における「内部監査の状況」につ

いては内容の充実が求められ、各社ではその

対応が進められている 19。これらの開示情報

を利用することでデータの質的・量的向上を

図ることができると考えている。また、ガバ

ナンスデータの拡充も課題である。今回の検

証では、ガバナンス構造としてガバナンス体

制と社外取締役比率を取り上げたが、データ

制約から監査法人の規模や監査報酬など外部

監査に関する項目を分析モデルに加えること

ができなかった。これらのデータも加えた分

析が必要である。
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注
１　�会計監査、公認会計士監査とされること

も多いが、本稿では内部監査との対比の

観点から外部監査を用いることとした。

２　�同資料によると、2024 年の平均監査時間

（金商法、会社法の合計）は 1,337.4 時間

であり、2014 年（1,159.2 時間）と比べると、

約 15％増加している。

３　�Abdel-Khalik.et.al.（1983）においても同

様の結果が示されている。

４　�The Institute of Internal Auditors（IIA）

（2024）ドメインⅣ（内部監査部門の管理）

基準 9.5（連携と依拠）

５　�企業会計審議会（2020）第三 実施基準、

四 他の監査人等の利用

６　�日本公認会計士協会（2024a）付録４　企

業の内部監査機能を理解するための考慮

事項　８

７　�企業会計審議会（2023a）Ⅲ．財務報告に

係る内部統制の監査　３．内部統制監査

の実施（８）他の監査人等の利用

８　�企業会計審議会（2023b）Ⅲ．財務報告に

係る内部統制の監査　４．内部統制監査

の実施（６）他の監査人等の利用

９　�米国では、内部監査による外部監査の直

接支援（Direct Assistance）が認められて

いる。米国における内部監査と外部監査

の連携については森田（2016）を参照。

10　�監査総合実態調査は、第 19 回調査までは

日本内部監査協会が実施してきたが、第

20 回調査より同協会の研究部門である日

本内部監査研究所が実施している。

11　�当該項目は、第 20 回調査（2023 年）に

て新設された。

12　�Scarborough et al.（1998）、Abbott et 

al.（2010）など。

13　�分析モデルに用いる変数間の相関性につ

いて多重共線性の問題が観察されるか確

認を行ったが、VIF は最大で 2.55 であっ

た。したがって、変数間の相関性の観点

からは重大な問題は生じていないと考え

られる。

14　�なお、伍井（2020）では、アンケート調

査に基づき、監査等委員会設置会社への

移行が外部監査との連携に及ぼす影響に

ついて検討を行ったが、大きな差異は見

られなかった。

15　�内外監査間での情報伝達に関する変数の

平均限界効果（Average Marginal Effects）

は以下の通りとなる。

（1）式 （2）式

IA_REV_NUM 0.085 IA_REV_CON 0.184

EA_REP_NUM 0.074 EA_REV_CON 0.244

16　�単年度データとなるため年度ダミーは設

定していない。

17　�内外監査間での情報伝達に関する変数の

平均限界効果（Average Marginal Effects）

は以下の通りとなる。

（1）式 （2）式

IA_REV_NUM 0.055 IA_REV_CON 0.094

EA_REP_NUM 0.040 EA_REV_CON 0.098

18　�仮説 2 の検証においては、仮説 1 と比べ

サンプル数が少ないことが分析結果に影

響していることも考えられる。

19　�金融庁が 2023 年に公布した「企業内容等

の開示に関する内閣府令の一部を改正す

る内閣府令」では、「内部監査の実効性を

確保するための取組（略）について、具

体的に、かつ、分かりやすく記載すること」

が示されている。
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IIA Topical Requirement “Organizational Behavior”
を参照した日本型組織におけるカルチャー監査の実証的考察
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 論　文

要旨
　近年、企業不祥事の多くは、制度や規程の

欠陥よりも、意思決定の過程や組織行動の在

り方に起因することが明らかになりつつあ

る。内部監査人協会（以下、IIA）は、Topical 

Requirement “Organizational Behavior（ 組 織

行 動 ）”（ 以 下、OB-TR） を 発 表 し、 組 織 行

動を内部監査の正式な対象として位置づけた

(IIA, 2023)。

　本稿は、OB-TR を参照しつつ、日清食品グ

ループ（以下、当社）において実施されたカ

ルチャー監査の実務を素材として、組織行動

を内部監査の対象としてどのように評価し得

るかを実証的に考察する。具体的には、IIA の

要求事項と当社実務を比較分析し、共通点お

よび相違点を明らかにするとともに、COSO

内部統制フレームワーク（COSO, 2013）との

整合性を検討する。

　その上で、当社の実務を基礎として構築

した行動リスク監査モデル（Behavioral Risk 

Audit Model：以下、BRAM ）を提唱し、日

本企業における内部監査の進化の方向性を示

す。

Ⅰ．研究の背景と問題意識
　近年、国内外において品質不正、会計不正、

競争法違反、ハラスメントなどの企業不祥事

が相次いでいる。これらの事案は、単なる法

令違反や規程逸脱にとどまらず、企業の社会

的信頼を大きく損ない、経営基盤そのものを

揺るがす結果をもたらしている。

　注目すべき点は、多くの不祥事が、内部統

制や規程が形式的には整備されていたにもか

かわらず発生しているという事実である。す

なわち、制度やルールの存在だけでは、不適

切行為を防止できなかったという構造的問題

が存在する。これらの事案に共通するのは、

不適切行為が組織内で黙認され、あるいは問

題として認識されながらも是正されなかった

点にある。

　COSO 内部統制フレームワーク（COSO，

2013）は、統制環境を内部統制の基盤と位

置づけ、倫理観や組織文化が統制の有効性を

左右することを明示している。また、COSO  

Enterprise Risk Management（ 以 下、COSO-

ERM）（COSO，2017） は、“Governance and 

Culture” をリスクマネジメントの出発点とし、

組織文化そのものをリスク要因として捉える

視点を提示した。これらの国際的枠組みは、

企業リスクの本質が制度的欠陥だけでなく、

組織行動や意思決定のあり方に深く根ざして

いることを示唆している。

　従来の内部監査は、規程遵守、業務プロセ

スの妥当性、内部統制の運用状況といった「可

視化された統制」を中心に評価してきた。し

かし、このアプローチのみでは、組織文化や
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行動様式に内在するリスク、すなわち「見え

にくい統制の欠陥」を十分に把握することは

困難である。実際、多くの不祥事は、形式的

な統制が機能しているように見える状況下で

発生しており、従来型監査の限界を浮き彫り

にしている。

　このような問題意識のもと、IIA は、新た

な内部監査基準体系において、組織行動を独

立した監査領域として明示的に位置づけた。

OB-TR は、組織文化、意思決定、行動様式を

「行動リスク」として捉え、内部監査が体系的

に評価すべき対象であることを示している。

　一方、日本企業においても、「カルチャー監

査」や「組織風土監査」と呼ばれる取り組み

が実務として展開されつつある。当社におい

ても、法令遵守に関する事案を契機として、

組織風土に着目したカルチャー監査を実施し

た。この監査は、制度や規程の有無ではなく、

組織内で実際に形成されている行動様式や意

思決定プロセスに焦点を当てた点に特徴があ

る。

　本稿の目的は、OB-TR と当社のカルチャー

監査を比較し、両者の共通点および相違点を

明らかにするとともに、両者の構造的関係を

理論的に整理することである。さらに、当社

の実務を基礎として行動リスク監査の枠組み

を理論化し、日本企業における内部監査の新

たな可能性を提示することを目指す。

Ⅱ�．IIA Topical Requirement 
“Organizational Behavior” の理論的
位置づけ

　IIA が公表した OB-TR は、内部監査の対象

領域を従来の制度・プロセス中心の枠組みか

ら、組織行動そのものへと拡張する試みとし

て位置づけられる。これは、内部監査の理論

的枠組みにおいて、重要な転換点を示すもの

である。

　従来の内部監査は、主として規程遵守、業

務プロセスの妥当性、内部統制の運用状況と

いった「形式化された統制」を対象としてきた。

このアプローチは、COSO 内部統制フレーム

ワークに基づく統制評価と親和性が高く、監

査対象を可視化しやすいという利点を有する。

一方で、組織文化や意思決定の慣行、暗黙の

ルールといった非形式的要素は、監査対象と

して十分に体系化されてこなかった。

　OB-TR は、この課題に対する理論的回答と

して提示されたものである。IIA は、組織行動

を「行動リスク（behavioral risk）」として捉え、

ガバナンス、リスクマネジメント、統制の三

層構造の中で評価すべき対象であると位置づ

けている。すなわち、組織行動は単なる文化

論や倫理論にとどまらず、企業価値やリスク

構造に直接的な影響を与える要因であるとい

う認識に基づいている。

　 こ の 考 え 方 は、COSO-ERM が 提 示 す る

“Governance and Culture” の 概 念 と も 整 合

的である。COSO-ERM は、リスクマネジメ

ントを単なるリスク識別や統制活動の問題で

はなく、組織文化やガバナンスの質に依存

するプロセスとして捉えている。OB-TR は、

COSO-ERM の思想を内部監査の領域に具体

化したものと理解することができる。

　さらに、OB-TR は、IIA（2020）が提唱す

る Three Lines Model との関係においても重

要な意味を持つ。Three Lines Model は、第一

線（業務部門）、第二線（リスク管理・コンプ

ライアンス）、第三線（内部監査）の役割分担

を明確化する枠組みである。従来、内部監査

は主として第三線として、第一線および第二

線が構築した制度やプロセスの有効性を評価

する役割を担ってきた。しかし、OB-TR の導

入により、内部監査は第一線および第二線の

「行動様式」そのものを評価対象とする役割を

担うことになる。

　OB-TR の特徴は、組織行動を多層的に捉え

る点にある。第一に、ガバナンスの観点から、

取締役会および経営陣の姿勢、意思決定プロ

セス、説明責任のあり方が評価対象となる。
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第二に、リスクマネジメントの観点から、行

動リスクの識別、評価、モニタリング、是正

プロセスが検討される。第三に、統制の観点

から、行動規範、内部通報制度、インセンティ

ブ設計、教育・研修、懲戒制度などが評価対

象となる。

　このように、OB-TR は、組織行動を制度、

プロセス、文化の交錯点として捉える枠組み

を提供する。これは、内部監査を「統制の監査」

から「行動の監査」へと進化させる理論的基

盤を提示するものである。

　また、OB-TR は、内部監査の役割を事後的

評価から予防的・戦略的機能へと拡張する可

能性を持つ。組織行動に関する問題は、不祥

事として顕在化する前段階において兆候とし

て現れる場合が多い。内部監査がこれらの兆

候を早期に把握し、経営陣に対して示唆を提

供することができれば、内部監査は単なる統

制評価機能を超え、経営の意思決定を支える

戦略的パートナーとして位置づけられる。

　以上のように、OB-TR は、内部監査の理論

的枠組みを再定義する試みであり、COSO お

よび Three Lines Model と整合的に理解され

るべき概念である。本稿は、OB-TR を単なる

新規監査テーマとしてではなく、内部監査の

パラダイム転換を示す理論的枠組みとして捉

え、当社のカルチャー監査との比較分析を通

じて、その意義を明らかにする。

 

Ⅲ．先行研究の整理
　組織行動および組織文化に関する研究は、

経営学および組織論の分野において長年にわ

たり蓄積されてきた。Schein（2010）は、組

織文化を「共有された基本的仮定の集合」と

定義し、組織文化が意思決定や行動様式に

深く影響することを示した。また、Hofstede

（2001）は、国民文化の差異が組織行動に影響

を与えることを明らかにし、権力距離、不確

実性回避、集団主義といった文化次元を提示

した。

　さらに、Edmondson（2018）は「心理的安

全性（psychological safety）」の概念を提唱し、

組織内で意見表明が抑制される環境が、不正

や事故の温床となる可能性を指摘した。これ

らの研究は、組織行動が単なる個人の問題で

はなく、構造的・文化的要因によって規定さ

れることを示している。

　内部監査の分野においても、監査対象がプ

ロセスや統制から組織行動へと拡張されつつ

ある。IIA は、Global Internal Audit Standards

（2023a）および Topical Requirement（2023b）

を通じて、組織文化および行動を内部監査

の 正 式 な 対 象 と 位 置 づ け た。 ま た、COSO

は ERM の枠組みにおいて “Governance and 

Culture” を中心概念として導入し、文化がリ

スク認識および意思決定に影響することを強

調した。

　しかし、これらの先行研究は、組織文化の

重要性を理論的に示す一方で、内部監査の実

務において組織行動をどのように評価し、監

査対象として体系化するかについては十分に

示していない。本稿は、この理論と実務の

ギャップに着目し、当社のカルチャー監査の

実践を基礎として、行動リスク監査の具体的

枠組みを提示する点に独自性を有する。

Ⅳ．当社カルチャー監査の実務構造
　当社におけるカルチャー監査は、法令関連

事案を契機として導入された。従来の内部監

査では、規程遵守や業務プロセスの妥当性は

一定程度確認されていたものの、不適切行為

の背景にある組織行動や意思決定の構造は十

分に分析されていなかった。この問題認識の

もと、当社は従来型の制度監査を補完する新

たな監査領域として、組織風土に着目したカ

ルチャー監査を設計した（図表１）。

　当社は、組織文化と組織風土を概念的に区

別し、監査対象を「組織風土」に限定した。

組織文化は企業理念や価値観といった抽象的

概念であり、短期間での測定や評価が困難で
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ある。一方、組織風土は、日常的な意思決定

や行動様式の積み重ねによって形成される実

践的概念であり、監査対象として比較的可視

化しやすい。この区別により、カルチャー監

査は理念論に陥ることなく、具体的な行動の

分析へと焦点を絞ることが可能となった。

　カルチャー監査の設計にあたっては、定量

分析と定性分析を組み合わせた混合研究法

（mixed methods approach）を採用した。定

量分析としては、従業

員意識調査を実施し、

倫理観、意思決定の透

明性、上司への意見表

明の容易さ、内部通報

制度への信頼度など

を測定した。これらの

設 問 は、COSO 内 部

統制フレームワーク

お よ び IIA の OB-TR

における統制環境お

よび行動リスクの観

点を踏まえて設計さ

れた。

　定性分析としては、

自由記述回答に対する

テキストマイニングお

よび半構造化インタ

ビューを実施した。テ

キストマイニングで

は、頻出語や感情語の

分布を分析し、組織内

で共有されている暗黙

の認識や問題意識を抽

出した。インタビュー

では、経営層、管理職、

一般社員といった階層

ごとに異なる認識を比

較し、意思決定プロセ

スにおける情報の非対

称性や心理的安全性の

程度を検証した（図表２）。

　さらに、当社は、行動リスクの構造を把

握するために、属性別および部門別の分析

を行った。具体的には、職位、勤続年数、

部門、地域などの属性ごとに意識調査結果

を比較し、行動リスクが特定の組織単位や

階層に集中していないかを検討した。この

分析により、形式的には同一の規程や制度

が適用されているにもかかわらず、組織単

＜図表１＞カルチャー監査について（筆者作成）

＜図表２＞従業員インタビュー分析（筆者作成）
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位ごとに行動様式が大きく異なることが明

らかとなった（図表３）。

　これらの分析結果を統合することで、当社

の行動リスクの特徴が浮き彫りとなった。第

一に、短期業績目標への過度な依存が、意思

決定の歪みを生み出している可能性が示唆さ

れた。第二に、階層間の情報格差が、問題の

早期共有を阻害している状況が確認された。

第三に、同調圧力が、異論の表明や内部通報

を抑制する要因として機能していることが示

された。

　当社は、これらの知見を踏まえ、カルチャー

監査を単なる診断にとどめるのではなく、組

織改善に資するフレームワークとして位置づ

けた。すなわち、行動リスクの可視化を通じ

て、経営陣が組織の意思決定構造を客観的に

認識し、ガバナンスの質を向上させるための

基礎情報を提供することをカルチャー監査の

目的とした。

　以上のように、当社のカルチャー監査は、

従来の内部監査が対象としてきた制度やプロ

セスの評価を超え、組織行動の構造を分析す

る実務的枠組みとして設計された。この枠組

みは、後述する BRAM の基礎となるもので

あ り、 日 本 企 業 に お

ける内部監査の新た

な方向性を示す実践

例と位置づけること

ができる。

Ⅴ . IIA と 当 社 カ ル
チャー監査の共通点
　IIA の OB-TR と 当

社 の カ ル チ ャ ー 監 査

は、制度や規程の整備

だ け で は 企 業 不 祥 事

を防止できないという

共通認識に立脚してい

る。両者は、組織にお

ける行動様式や意思決

定プロセスが、企業リスクの根源的要因であ

るとの理解を共有しており、内部監査の対象

領域を制度から行動へと拡張する点において

一致している。

　第一の共通点は、組織行動を「リスク」と

して捉える視点である。従来の内部監査は、

主として業務プロセスや統制活動の有効性を

評価してきたが、OB-TR および当社のカル

チャー監査は、行動様式そのものをリスク要

因として位置づける。この視点は、COSO-

ERM が 提 示 す る “Governance and Culture”

の概念とも整合的であり、組織文化や価値観

がリスク構造に直接的な影響を与えるという

認識に基づいている。すなわち、両者は、行

動リスクを偶発的な問題ではなく、組織構造

に内在する恒常的リスクとして捉えている。

　第二の共通点は、“Tone at the Top” の重視

である。OB-TR は、取締役会および経営陣

の姿勢や意思決定のあり方を、組織行動を規

定する中核的要因として位置づける。当社の

カルチャー監査においても、トップメッセー

ジと現場の認識との乖離が重要な分析対象と

なった。経営陣の発信する価値観が組織全体

にどのように解釈され、実践されているかを

＜図表３＞場申告分析（筆者作成）
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検証することは、行動リスクの本質を理解す

る上で不可欠である。

　第三の共通点は、定量分析と定性分析を統

合する方法論にある。OB-TR は、組織行動の

評価において、制度的要素だけでなく、従業

員の認識や行動パターンを多角的に分析する

必要性を示している。当社のカルチャー監査

は、従業員意識調査、テキストマイニング、

インタビューを組み合わせることで、組織行

動を多面的に把握する枠組みを構築した。こ

のアプローチは、内部監査を「チェックリス

ト型評価」から「構造分析型評価」へと転換

する試みと位置づけられる。

　第四の共通点は、ガバナンス、リスクマネ

ジメント、統制の三層構造に基づく分析枠組

みである。OB-TR は、組織行動をガバナンス、

リスクマネジメント、統制の各層において評

価する体系を提示している。当社のカルチャー

監査もまた、取締役会および経営陣の意思決

定プロセス、行動リスクの識別と評価、規程

や制度の実効性という三層構造に基づいて設

計されている。両者は、組織行動を単一の現

象としてではなく、多層的構造として捉える

点において一致している。

　第五の共通点は、内部監査の役割に対する

認識である。OB-TR は、内部監査を単なる統

制評価機能ではなく、組織の行動様式に対す

る独立した評価者として位置づける。当社の

カルチャー監査もまた、内部監査部門が組織

の行動構造を客観的に分析し、経営陣に対し

て示唆を提供する役割を担う点に特徴がある。

これは、内部監査の役割を事後的評価から予

防的・戦略的機能へと拡張する方向性を示す

ものである。

　以上のように、OB-TR と当社のカルチャー

監査は、組織行動を内部監査の中心的対象と

する点において本質的な共通性を有する。両

者の共通点は、単なる方法論の類似にとどま

らず、内部監査の対象領域と役割を再定義す

る思想的転換を共有している点にある。この

共通性は、日本企業における内部監査が、制

度監査から行動監査へと進化する理論的根拠

を提供するものと評価できる。

Ⅵ．相違点の分析
　IIA の OB-TR と当社カルチャー監査は、組

織行動を内部監査の主要対象とする点で共通

する一方、アプローチの前提となる企業環境、

ガバナンス構造、意思決定様式の差異を反映

し、いくつかの本質的な相違が認められる。

本節では、世界標準としての OB-TR と、日本

型組織に根差した当社実務の差異を、①目的

設定、②戦略との整合、③インセンティブ・

評価、④是正プロセス、⑤測定とエビデンス

の扱い、の五点から整理する。

　第一に、目的設定の差異である。OB-TR は、

組織行動を企業価値・戦略目標達成の基盤と

して位置づけ、行動リスクを「ガバナンスの

質」そのものとして評価する、いわば常設型・

統合型の枠組みである。これに対し当社カル

チャー監査は、法令関連事案を契機として導

入された経緯から、再発防止や組織診断の色

彩が相対的に強い。日本企業では、不祥事が

顕在化した後に「風土」を問う動きが生じや

すいが、これは危機対応の合理性を持つ反面、

監査が「事後的診断」にとどまりやすい構造

を内包する。

　 第 二 に、 戦 略 と の 接 続 の 差 異 で あ る。

OB-TR は、組織行動が戦略にどのように貢献

または阻害しているかを評価軸として明示す

る。すなわち、文化・行動を「コンプライア

ンスの問題」に閉じず、戦略実行能力（execution 

capability）やリスクテイクの健全性にまで接

続する。他方、当社のカルチャー監査は、主

として不適切行為の温床となる行動要因の特

定に重点が置かれており、戦略との連動は暗

黙的であった。日本型組織では、戦略と現場

行動が「理念」「方針」「空気」によって媒介

されることが多く、戦略との因果連鎖を言語

化・測定すること自体が難しい。したがって、
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当社実務を世界標準に近づけるためには、「戦

略→期待行動→現場行動→成果 / 逸脱」とい

う論理連鎖の可視化が課題となる。

　第三に、インセンティブ・評価制度への踏

み込みの差異である。OB-TR は、報酬・評価・

昇格が望ましい行動を促進し、望ましくない

行動を抑制するよう設計されているかを重要

な統制要素として位置づける。世界標準の発

想では、行動は制度設計によって相当程度形

成されるため、制度そのものが監査対象にな

り得る。一方、日本企業では、評価制度が存

在しても、実態としては上司の裁量、同調圧

力、年功的慣行、部門最適の力学などが強く

作用し、制度と行動の因果関係が単純ではな

い。その結果、当社カルチャー監査は制度設

計そのものの監査よりも、現場で実際に起き

ている行動様式（沈黙、忖度、問題先送り等）

をデータと声で可視化する方向に力点が置か

れた。この点は弱点というより、日本型組織

の「実態に即した監査焦点」と解釈できる。

　第四に、是正プロセス（remediation）の設

計思想の差異である。OB-TR は、行動と期待

値のギャップを特定した場合、是正計画、責

任者、期限、モニタリング指標を伴う改善サ

イクルを重視する。世界標準では、改善の責

任所在と進捗管理がガバナンスの中心要素と

みなされる。他方、日本企業では、合意形成

を重視する文化的背景から、是正が「責任追及」

ではなく「関係調整」として処理される傾向

がある。結果として、改善が暗黙化し、指標

化されず、再発防止が属人的努力に依存する

リスクがある。当社カルチャー監査も診断色

が強かった以上、今後は診断結果を「変革プ

ログラム」に接続する設計、すなわち改善の

KPI 化と進捗モニタリングを組み込むことが

重要となる。

　第五に、測定とエビデンスの扱いの差異で

ある。OB-TR は、行動リスクの識別・評価・

モニタリングを体系化し、可能な限りエビデ

ンスベースで判断することを求める。一方、

当社カルチャー監査は、意識調査やテキスト

分析等によりエビデンスを確保しつつも、最

終判断において「文脈理解」や「現場の語り」

を重視する傾向がある。これは、日本型組織

において行動リスクが暗黙知として埋め込ま

れやすいこと、数値だけではリスクの本質を

捉えにくいことに由来する。したがって、当

社実務の強みは、データと定性情報を統合し

て「意味」を抽出する点にあるが、世界標準

に照らすなら、指標体系の整備と再現性の担

保が今後の課題となる。

　以上の相違点は、世界標準と日本型の優劣

を示すものではなく、組織の前提条件の差異

を反映した「実務上の適応形態」と理解すべ

きである。OB-TR が示す統合型・制度設計型

アプローチは、説明責任と因果連鎖の可視化

に強みを有する。他方、当社のカルチャー監

査は、日本型組織に固有の暗黙性や同調圧力

といった要因を、データと声の統合により把

握する点で実務的に有効である。今後は、当

社モデルを BRAM として理論化し、戦略統

合、是正サイクル、指標体系を補強すること

で、世界標準との整合性と日本型実務適合性

を両立した BRAM へ発展させることが可能で

ある。

Ⅶ．日本型組織における行動リスクの構造
　日本企業の組織行動は、欧米企業とは異な

る文化的・制度的背景のもとで形成されてき

た。日本型組織の特徴として、合意形成の重視、

年功的序列、終身雇用的慣行、暗黙知の共有、

同調圧力の存在などが指摘されている。これ

らの特徴は、組織の安定性や協調性を高める

一方で、行動リスクの潜在化を招く可能性を

有する。

　こうした日本型組織の構造については、上

下関係や帰属意識を重視する「タテ社会」の

特 性 が 指 摘 さ れ て き た（ 中 根，1967）。 ま

た、組織内で共有される暗黙知が意思決定や

行動様式に影響を与える点については、知識
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創造理論において論じられている（野中ほか，

1996）。さらに、制度や組織の差異を比較す

る視点は、日本型組織と欧米型ガバナンスの

差異を理解する上で有効である（青木ほか，

2001）。

　第一に、合意形成を重視する意思決定プロ

セスは、異論の表明を抑制し、問題の顕在化

を遅らせる要因となり得る。第二に、年功的

序列は、上下関係に基づく情報の非対称性を

生み、現場の問題が経営層に伝達されにくい

構造を形成する。第三に、同調圧力は、規程

違反や不正行為に対する黙認を生む可能性が

ある。

　このように、日本型組織における行動リス

クは、個人の倫理観の問題というよりも、組

織構造および文化的要因によって形成される

「構造的リスク」として理解する必要がある。

したがって、内部監査が行動リスクを評価す

るためには、制度や規程の遵守状況だけでな

く、意思決定の過程、情報伝達の経路、組織

内の暗黙の規範を分析対象とすることが不可

欠となる。

　本稿で分析した当社のカルチャー監査は、

日本型組織に固有の行動特性を前提としつつ、

それらを監査対象として可視化する試みであ

る点に特徴がある。この点において、当社の

実務は、世界標準の枠組みを日本型組織に適

用するための実践的モデルと位置づけること

ができる（図表４）。

Ⅷ�．COSO および Three Lines Model と
の関係

　IIA の OB-TR と 当 社 カ ル チ ャ ー 監 査 は、

COSO および Three Lines Model との関係に

おいて位置づけることで、内部監査の理論体

系の中に明確に位置づけることができる。本

節 で は、COSO 内 部 統 制 フ レ ー ム ワ ー ク、

COSO-ERM、Three Lines Model との接続関

係を整理し、当社モデルの理論的意義を明ら

かにする。

　まず、COSO 内部統制フレームワークは、

統制環境を内部統制の基盤と位置づけ、誠実

性・倫理観・組織文化が統制の有効性を左右

することを明示している。しかし、COSO は

統制環境の重要性を指摘しつつも、組織文化

や行動様式をどのように測定し、監査するか

については具体的な方法論を提示していな

い。この点において、OB-TR および当社カル

チャー監査は、COSO

が示した抽象概念を内

部監査の実務に落とし

込む試みと位置づけら

れる。

　 次 に、COSO-ERM

は、「Governance and 

Culture」 を リ ス ク マ

ネジメントの出発点と

し、組織文化を企業リ

スクの根源的要因とし

て捉える視点を提示し

た。COSO-ERM は、

戦 略、 パ フ ォ ー マ ン

ス、リスク、文化の相

互関係を強調し、組織

＜図表４＞行動リスク発生メカニズム（筆者作成）
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文化が戦略実行能力およびリスクテイクの質

を規定することを示している。OB-TR は、こ

の COSO-ERM の思想を内部監査の文脈で具

体化した枠組みであり、行動リスクをガバナ

ンスおよびリスクマネジメントの中核要素と

して位置づける。

　さらに、IIA が提唱する Three Lines Model

は、第一線（業務部門）、第二線（リスク管理・

コンプライアンス）、第三線（内部監査）の役

割分担を明確化する枠組みである。従来、内

部監査は第三線として、第一線および第二線

が構築した制度や統制の有効性を評価する役

割を担ってきた。しかし、OB-TR および当

社カルチャー監査は、第一線および第二線の

「行動様式」そのものを評価対象とする点で、

Three Lines Model の適用範囲を拡張する意義

を持つ。

　 当 社 カ ル チ ャ ー 監 査 は、COSO お よ び

Three Lines Model の枠組みを前提としつつ、

組織行動を横断的に分析する第三線の機能を

強化した実践例と位置づけられる。すなわち、

当社の BRAM は、COSO が提示した統制環

境およびガバナンスの概念を、Three Lines 

Model の第三線として具体的に検証する枠組

みであり、世界標準の理論を日本型組織に適

合させた応用モデルと理解できる。

　以上の考察から、OB-TR、COSO、Three 

Lines Model、当社カルチャー監査は相互に独

立した概念ではなく、ガバナンス・リスク・

行動を統合的に捉える理論体系の中で連続的

に位置づけられるべきものである。当社モデ

ルは、世界標準の枠組みを踏まえつつ、日本

企業に固有の組織特性を反映した実務的発展

形であり、内部監査の新たな理論的可能性を

示すものと評価できる（図表５）。

Ⅸ�．行動リスク監査モデル（Behavioral 
Risk Audit Model：BRAM）の明示化

　本稿で分析した当社カルチャー監査の実務

は、法令関連事案を契機として導入された点

では個別事象への対応に見える。しかし、そ

こで用いた「制度の有無」ではなく「実際

の意思決定と行動様式」を中心に据える発

想、ならびに定量・定性を統合して組織の暗

黙的な前提を可視化する方法論は、特定事案

に限定されない。むしろ、平時から継続的に

運用し得る「常設型の行動リスク監査」とし

て一般化可能である。そこで本稿は、当社実

務を内部監査の一般モデルとして再整理し、

BRAM として明示化する。

　BRAM は、①ガバナンス層、②行動リス

ク層、③統制・フィードバック層の三層構造

比較軸 世界標準（IIA / COSO / OB-TR） 当社カルチャー監査

基本目的 戦略達成とガバナンス高度化の統合 組織行動の健全性評価とガバナンスの高度化

行動の位置づけ 戦略・リスクの中核要因 リスク認識及び統制環境を規定する実質的構成要素

戦略との統合 明示的（Strategy Alignment） 暗黙的（理念・方針を媒介）

インセンティブ評価 制度設計を監査対象とする 行動実態の可視化を重視

是正プロセス KPI 化・責任所在の明確化 合意形成・関係調整型

エビデンス 定量指標中心（metrics-driven） 定量＋定性の統合（context-driven）

組織文化の捉え方 制度によって形成される対象 暗黙知・同調圧力を含む現象

Three Lines との関係 各線の役割を制度的に分離 第三線が行動領域に踏み込む

監査の性格 統合型・設計型（normative） 診断型・解釈型（empirical）

モデルの方向性 グローバル標準化 日本型組織への適応化

＜図表５＞世界標準と日本型組織の比較（筆者作成）
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から構成される（図表６）。第一のガバナン

ス層は、取締役会および経営陣による意思決

定の質、価値観の提示と一貫性、説明責任

（accountability）の明確さを対象とし、組織行

動の方向性を規定する領域である。ここでは、

Tone at the Top が理念として示されるだけで

なく、例外判断や目標設定等の具体局面でど

のように運用されているか、また「不都合な

情報」が上がる設計・運用になっているかが

監査論点となる。

　第二の行動リスク層は、現場の意思決定、

コミュニケーション、同調圧力、沈黙、イン

センティブの受け止め方といった、制度の外

側で起きる行動の実態を把握する領域である。

日本型組織では、合意形成や暗黙知が強みと

して機能する一方、異論の抑制や問題の潜在

化という形で行動リスクを増幅させ得る。し

たがって本層では、意識調査による認識の分

布と階層・属性差、自由記述のテキスト分析

による暗黙の語りの抽出、半構造化インタ

ビューによる文脈理解を統合し、単なる「雰

囲気論」に陥らない証拠に基づく評価を行う。

　第三の統制・フィードバック層は、規程、

教育、通報制度、調査・是正、評価制度等が、

行動リスクの抑制・是

正に実効的に機能して

いるかを対象とする領

域である。重要なのは

制度の整備状況そのも

のではなく、行動リス

ク層で顕在化した課題

（沈黙、同調、合理化

等）に対して、統制が

「使われているか」「改

善に接続しているか」

である。すなわち、ガ

バナンスの方向づけ→

現場行動→統制と学習

（フィードバック）と

いう因果連鎖を、三層

の相互作用として評価する点に BRAM の中核

がある。

　BRAM の 特 徴 は、COSO 内 部 統 制 お よ び

COSO-ERM が示す統制環境・ガバナンスと

文化の概念、ならびに IIA の OB-TR が提示す

る行動リスク評価の要求を前提にしつつ、そ

れらの抽象概念を内部監査で運用可能な分析

単位へと再構成した点にある。具体的には、

三層それぞれについて「監査観点（What）―

リスクシナリオ（Why）―監査手続と証拠

（How）―評価基準（Criteria）」を対応づけ、

監査対象を制度から行動へ拡張しながらも、

監査としての再現性を担保する枠組みとした。

さらに、評価は成熟度（１～５）により段階

づけし、発見事項を「個別の指摘」に留めず、

組織としての発達段階・改善優先度の議論へ

接続できるよう設計する。

　以上より、BRAM は、内部監査が組織行

動を体系的に評価するための理論モデルであ

ると同時に、日本企業に固有の暗黙性や同調

圧力といった行動特性を、エビデンスに基づ

き監査可能な対象として取り扱う応用モデル

として位置づけられる。内部監査が平時から

BRAM を常設的に運用することにより、行動

＜図表６＞ BRAMの三層構造（筆者作成）
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リスクの兆候を早期に把握し、経営の意思決

定に対して予防的・戦略的示唆を提供するこ

とが可能となる。BRAM は、日本企業におけ

る行動監査の体系化に資する基盤であり、制

度監査中心の枠組みを補完・発展させる有効

な枠組みと評価できる。

Ⅹ．日本企業への示唆
　本稿の分析は、日本企業における内部監査

の役割と方法論に対して、いくつかの重要な

示唆を提供する。

　第一に、内部監査の対象領域を制度・プロ

セスから組織行動へと拡張する必要性である。

多くの企業不祥事は、規程や内部統制の欠如

ではなく、組織行動の歪みに起因している。

したがって、内部監査は、形式的統制の評価

に加え、意思決定プロセスや組織風土を体系

的に分析する役割を担うべきである。

　第二に、日本型組織に固有の行動特性への

対応である。同調圧力、暗黙知、合意形成重

視といった文化的要因は、日本企業の強みで

あると同時に、行動リスクの温床となり得る。

カルチャー監査は、これらの要因を否定する

のではなく、リスクとして可視化し、ガバナ

ンスの枠組みの中で管理するための手段とし

て位置づけられるべきである。

　第三に、内部監査の役割の高度化である。

行動リスク監査は、単なる事後的評価ではな

く、経営の意思決定を支える戦略的機能へと

内部監査を進化させる可能性を持つ。内部監

査が行動リスクに関する知見を経営陣に提供

することで、ガバナンスの質は一層向上する。

　以上の示唆は、日本企業における内部監査

が、世界標準を踏まえつつ、自国の組織文化

に適合した独自モデルを構築する必要性を示

している。

Ⅺ．結論
　本稿は、IIA の OB-TR と当社カルチャー監

査の実務を比較分析し、組織行動を内部監査

の対象として体系化するための枠組みを検討

した。その結果、組織行動は、従来の内部統

制や業務プロセスの評価だけでは十分に捉え

きれない「行動リスク」として理解されるべ

きであり、内部監査の対象領域を制度から行

動へと拡張する必要性が明らかとなった。

　本稿の第一の学術的貢献は、組織文化およ

び組織行動に関する既存の組織論的研究を内

部監査の理論体系と結び付け、組織行動を「監

査可能な対象」として再定義した点にある。

従来の研究は、組織文化や心理的安全性が企

業行動に影響を与えることを示してきたもの

の、それらを内部監査の枠組みに組み込み、

体系的に評価する方法論は十分に提示されて

こなかった。本稿は、この理論と実務の間に

存在するギャップを埋める視座を提示した点

に独自性を有する。

　 第 二 の 貢 献 は、OB-TR お よ び COSO-

ERM、Three Lines Model といった国際的枠組

みを日本企業の組織特性と統合し、「日本型組

織における行動リスク」という概念を理論的

に整理した点にある。本稿は、日本型組織に

固有の合意形成、同調圧力、暗黙知といった

要素を「構造的リスク」として位置づけ、内

部監査の分析対象として明示化した。

　第三の貢献は、当社のカルチャー監査の実

務を基礎として、BRAM を構築し、その有効

性を検討した点にある。BRAM は、ガバナ

ンス層、行動リスク層、統制・フィードバッ

ク層の三層構造から構成され、COSO および

OB-TR の抽象概念を内部監査で運用可能な分

析単位へと再構成したモデルである。このモ

デルは、制度中心の内部監査を、意思決定構

造や行動様式を含む統合的評価へと拡張する

理論的基盤を提供する。

　本稿にはいくつかの限界が存在する。本稿

の分析は単一企業の事例に基づくものであり、

一般化可能性には制約がある。また、行動リ

スクの測定方法や BRAM の有効性について

は、複数企業への適用および実証的研究を通
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じた検証が今後の課題である。他方、日本型

組織の構造的特性に着目する限りにおいて、

本稿の知見は他の日本企業にも一定の示唆を

有すると考えられる。

　以上を踏まえ、本稿は、組織行動を内部監

査の対象として体系化し得ることを示し、行

動リスク監査という研究分野の理論的基盤を

提示した。本稿で提示した BRAM は、日本

企業に固有の組織特性を前提としつつ、国際

的な内部監査理論と整合可能な枠組みであり、

内部監査の対象領域および方法論を拡張する

概念モデルとして位置づけられる。

　今後、他の日本企業において BRAM の適用

事例が蓄積され、その有効性が実証的に検証

されることにより、組織行動を基盤とする日

本型内部監査実務の一層の深化が期待される。
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市川　達也（いちかわ　たつや）

日清食品ホールディングス株式会社　グローバル監査部　部長

2017 年日清食品株式会社入社。同社米国法人取締役副社長 CFO を務め、2020 年に帰国。帰国
後は内部監査部長（現グローバル監査部長）に就任し、国内外約 70 社の連結グループ会社にお
ける内部監査を指揮。国際基準レベルの監査体制の構築を主導し、2024 年度には外部評価に適
合した。同社入社前は三菱 UFJ 銀行に勤務。欧米亜中５カ国の海外勤務を経験し、主に海外拠点
運営および本部企画業務に携わり、グローバル部門関連の人事施策や業務企画を担った。
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研究テーマ：�不正の通報を受ける側不正の通報を受ける側
を巡る法制度設計と内を巡る法制度設計と内
部監査―エフオーアイ部監査―エフオーアイ
社事件を素材として―社事件を素材として―

　長野県立大学グローバルマネジメント学部

　教授

金　　賢仙金　　賢仙

キーワード：�通報、投書、監査部門、米国Ｓ

ＥＣ、Whistleblower 制度

　エフオーアイ社事件では、内部監査担当者

による２通の会計不正を告発する投書が引受

証券会社等に届いていたにも関わらず、信憑

性のあるものと受け止められないままＩＰＯ

（Initial Public Offering）を果たし、最終的

には投資家に損害を及ぼし、同証券会社の投

資家への賠償責任が認められた。そもそも引

受証券会社は、金融商品取引法 21 条１項４

号に基づき賠償責任を負い得るほか、自身の

評判の低下ももたらすので、特に「投書」の

ような危険信号（Red Flag）に対しては注意

深く行動することが経済合理性に適うはずで

あるが、そのような行動を採らなかった。本

研究では、通報を受け取る側がなぜそのよう

な行動を採ったのか、（当事者の過失はいっ

たん措き、）通報を受ける側を取り巻く構造

や仕組みに原因の一端はないか、通報を受け

る側は真の危険信号となる情報とそうでない

ものとをどのように見分ければよいのかとい

う問題意識の下、通報を受ける側を巡る法制

度設計および内部監査との関係性を検討し

た。

　公表論文では、米国ＳＥＣ通報者制度を題

材として、まず、その概要を確認したのち、

制度を巡る議論、内部監査を含む監査部門に

よる通報の取扱い、通報の受領側であるＳＥ

Ｃ内の審査体制とプロセスのほか、近時の課

題―通報件数の増加に伴い問題視されるよう

になってきた根拠薄弱な請求のために措置の

紹介等を行った。

　研究助成は、2008 年より一般社団法人日本内部監査協会が、内部監査あるいは内部統
制に関する調査研究を奨励し、もって内部監査及び関連する諸分野の理論及び実務の研究
を推進することを目的として運営を開始したものです。2021 年度からは、公益財団法人
日本内部監査研究所が引き継ぎました。
　2022 年度に助成金給付対象となった下記３件について、研究結果の概要を対象者から
ご報告いただきました。このうち２件の内容をここにご紹介いたします。

「2022 年度研究助成」研究結果（概要）報告

「2022 年度研究助成」助成金給付対象案件（敬称略）

申請者（所属先・職位：2022 年９月現在） 研究課題

金　　賢仙金　　賢仙（長野県立大学
グローバルマネジメント学部　准教授）

外部通報に係る法制度と内部監査―エフオーアイ社事
件の「投書」を素材として―

村田 大学村田 大学（大原大学院大学　会計研究科
准教授）

損保ジャパンの内部監査の事例研究：内部監査部の内
部監査高度化への取り組み

山下　修平山下　修平（国士舘大学　経営学部　准教授） 戦時・統制経済下における内部監査に関する研究―計
理士団体の取り組みを中心に―
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研究テーマ：�戦時・統制経済下にお戦時・統制経済下にお
ける内部監査に関するける内部監査に関する
研究－計理士団体の取研究－計理士団体の取
り組みを中心に－り組みを中心に－

　専修大学商学部

　教授

山下　修平山下　修平

キーワード：�計理士、戦時期、経理統制、内

部監査、計理士会

　本研究は、戦時・統制経済下の日本におい

て、内部監査がどのように扱われ、浸透して

いったのかを明らかにすることが目的であ

る。とくに計理士団体の取り組みに着目し、

当時の会計プロフェッションである計理士

が、内部監査に果たした役割を解明しようと

試みた。

　計理士は、1927 年の計理士法成立により

誕生した、日本で最初の会計に係る国家資格

である。計理士は、現在の公認会計士のよう

に独占業務は与えられず、資格付与にも問題

があったと指摘されているが、具体的な業務

内容を明らかにした研究の蓄積は少ない。本

研究では、当時の実務家である計理士が記述

した史料や、計理士団体である「計理士会」

の取り組みを把握できる史料を収集し、その

記載内容から、内部監査における計理士の役

割を考察した。

　本研究において、計理士会の発行した機関

雑誌『計理士』や、計理士会の主催した『講

演録』など、実務家サイドの史料を収集する

ことができた。これらの史料の分析・考察し

た結果、以下の研究成果が得られたことを示

すことができる。

　先行研究において、日本における内部監査

の本格的な浸透がみられるのは戦時期であ

り、とくに 1942 年に陸軍において公表され

た「工場内部監査制度ノ参考」は、のちの内

部監査の発展に影響を与えたと指摘されて

いる（檜田 2009、ＣＩＡフォーラム研究会

2015）。本研究において着目した「計理士会」

の講演会のうち、1943 年に開催された「内

部監査に就て」は、陸軍の主計将校（陸軍会

計監督官）が演者を務め、その内容は「工場

内部監査制度ノ参考」の影響を強く受けたも

のであったことを明らかにした。講演は、講

演録として冊子にまとめられ、「計理士会」

の会員に配布されている。当時の「計理士会」

の会員数は 1,000 名を超えており、多くの

計理士に配布されたと考えられ、陸軍、すな

わち国家が企業を統制する意向が、計理士に

共有されたものと考えられる。また、演者の

発言からは、陸軍会計監督官から見て、計理

士は会計監査の専門家であると認識され、内

部監査の担い手として認知されていたことも

うかがえた。

　本研究で分析・考察を行ったのは、収集し

た史料の一部に過ぎない。機関雑誌『計理士』

の記載からは、当時の会計監査において、従

業員の横領等などの不正を摘発することが重

視されていた記載が見られ、計理士の立場か

ら「内部牽制が徹底していない」などの指摘

が見られた。詳細な分析・考察によって、計

理士の内部監査に対する認識を明らかにする

ことができると考えている。引き続き、当時

の計理士の実務の解明に取り組んでいく所存

である。
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2026年度 研究助成募集要項 

2026年１月 
公益財団法人日本内部監査研究所 

 
公益財団法人日本内部監査研究所（以下「当研究所」という。）は、内部監査及び関連諸分野

に関する調査研究に関し、下記の要領で研究助成制度を実施いたします。本研究助成制度は、

2008 年から一般社団法人日本内部監査協会によって実施されてきたものですが、当研究所の発
足に伴い 2021年度から当研究所が実施しております。募集要項及び申請用紙は、当研究所のホ
ームページからダウンロードできます。 
11.. 趣趣旨旨  
 この研究助成は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を行っている研究者に対し、その

研究を奨励し、もって内部監査の理論及び実務の研究を推進することを目的として運営され

ます。 
22.. 助助成成対対象象者者  
 助成の対象となる者は、日本国内の教育機関において、会計学、商学、経営学、経済学、法学、

情報学等の調査研究に従事している個人で、申請時点で常勤の准教授、助教等（特任教員を含

む）とします。これまで助成金受給者となった方については、助成対象の研究が終了した後に、

再度応募することが可能です。 
33.. 助助成成対対象象課課題題  
 助成の対象課題は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究とします。 
44.. 助助成成金金のの額額  
 調査研究 1件当たりの助成金の額を 50万円以内とします。 
55.. 助助成成金金給給付付条条件件  
 受給が決定した場合には所属機関が助成金の管理を行うことが、応募時に確認されているこ

とを条件とします。 
66.. 助助成成期期間間  
 助成期間は、初年度を 10月開始とし、研究成果公開準備を含め 2年半以内とします。 
77.. 助助成成金金のの使使途途  
 助成金は、給付対象研究に直接関係ある費用に限り使用できます。 
88.. 申申請請方方法法  
所定の「研究助成申請書」に必要事項を漏れなく記載し、下記の送付先に簡易書留郵便により

直接送付ください。 
＊ 募集締切：2026年 6月 30日（火）（消印有効） 
＊ 送付先： 〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

   公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 宛 
＊ 研究助成申請書は、公益財団法人日本内部監査研究所のホームページ 
  （ https://jiarf.org/wp/research-grant/）からダウンロードできます。 
＊ 提出された書類の返却には応じかねます。 
＊ 電子メール、ＦＡＸでの応募は受け付けておりません。 

  

99.. 助助成成金金給給付付のの決決定定及及びび通通知知  
 助成金給付の決定は、研究助成選考委員会において、中立公平な立場から厳正なる審査、選考

を行い、専務理事がその結果を 8月末に書面により申請者に通知します。 
 申請書の審査にあたり、研究助成選考委員会において必要と認めた場合は、実施計画等につい

て説明を求めることがあります。 
1100.. 助助成成金金給給付付のの時時期期とと方方法法  
 助成金は、決定通知後 9月末までに、受給者の所属機関が所定する方法により給付します。 
1111.. 研研究究課課題題のの公公開開  
 選考された研究課題は、研究者氏名、所属、役職、研究結果（経過）と併せて当研究所ホーム

ページで公開されます。 
1122.. 助助成成金金受受給給者者のの義義務務  
① 助成金受給者は、調査研究終了後 1か月以内に、所属機関長を通じて調査研究の結果並び
に支出の内訳を所定の書式により報告していただきます。 

② 受給者のうち、調査研究期間が受給後 1年を超える者は、1年経過するごとに、その 1か
月以内に調査研究の経過の概要を所定の書式により報告していただきます。 

③ 調査研究の成果の発表に際しては、「2026年度公益財団法人日本内部監査研究所（英文の
場合は、Japan Internal Audit Research Foundation）研究助成」を受けた旨を明記して
ください。 

④ 調査研究の成果を論文にしたときは、当研究所紀要に掲載を申請することができます。 
⑤ 調査研究の成果を書籍にしたときは、当研究所に 2部提出してください。 
⑥ 受給者は、所期の成果を収めることが困難となったとき、又は調査研究の継続が困難とな

ったときは、書面により速やかに報告する必要があります。 
⑦ 本調査研究に対する他機関からの助成及び他機関への申請があるときは、機関・助成金の

正式名称、申請・受給の別、年度及び金額を「研究助成申請書」に記入してください。 
⑧ 当研究所申請後に他機関に申請を行った場合、又は他機関からの助成金を受給した場合は、

その内容を「調査研究報告書」に付記してください。 
1133.. 個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 申請書類に記載された個人情報は、上記 11.研究課題の公開に該当する事由の他、研究助成選
考委員会での審査及び選考結果の通知等、本研究助成の運営に必要な範囲で利用されます。 

1144..   そそのの他他  
 本研究助成募集要項の最新の情報は、下記の日本内部監査研究所ホームページでご確認くだ

さい。応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 
 

公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 
〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

電話：03-6264-3562  E-mail：grant@jiarf.org  URL：https://jiarf.org/ 
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2026年度 研究助成募集要項 

2026年１月 
公益財団法人日本内部監査研究所 

 
公益財団法人日本内部監査研究所（以下「当研究所」という。）は、内部監査及び関連諸分野

に関する調査研究に関し、下記の要領で研究助成制度を実施いたします。本研究助成制度は、

2008年から一般社団法人日本内部監査協会によって実施されてきたものですが、当研究所の発
足に伴い 2021年度から当研究所が実施しております。募集要項及び申請用紙は、当研究所のホ
ームページからダウンロードできます。 
11.. 趣趣旨旨  
 この研究助成は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究を行っている研究者に対し、その

研究を奨励し、もって内部監査の理論及び実務の研究を推進することを目的として運営され

ます。 
22.. 助助成成対対象象者者  
 助成の対象となる者は、日本国内の教育機関において、会計学、商学、経営学、経済学、法学、

情報学等の調査研究に従事している個人で、申請時点で常勤の准教授、助教等（特任教員を含

む）とします。これまで助成金受給者となった方については、助成対象の研究が終了した後に、

再度応募することが可能です。 
33.. 助助成成対対象象課課題題  
 助成の対象課題は、内部監査及び関連諸分野に関する調査研究とします。 
44.. 助助成成金金のの額額  
 調査研究 1件当たりの助成金の額を 50万円以内とします。 
55.. 助助成成金金給給付付条条件件  
 受給が決定した場合には所属機関が助成金の管理を行うことが、応募時に確認されているこ

とを条件とします。 
66.. 助助成成期期間間  
 助成期間は、初年度を 10月開始とし、研究成果公開準備を含め 2年半以内とします。 
77.. 助助成成金金のの使使途途  
 助成金は、給付対象研究に直接関係ある費用に限り使用できます。 
88.. 申申請請方方法法  
所定の「研究助成申請書」に必要事項を漏れなく記載し、下記の送付先に簡易書留郵便により

直接送付ください。 
＊ 募集締切：2026年 6月 30日（火）（消印有効） 
＊ 送付先： 〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

   公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 宛 
＊ 研究助成申請書は、公益財団法人日本内部監査研究所のホームページ 
  （ https://jiarf.org/wp/research-grant/）からダウンロードできます。 
＊ 提出された書類の返却には応じかねます。 
＊ 電子メール、ＦＡＸでの応募は受け付けておりません。 

  

99.. 助助成成金金給給付付のの決決定定及及びび通通知知  
 助成金給付の決定は、研究助成選考委員会において、中立公平な立場から厳正なる審査、選考

を行い、専務理事がその結果を 8月末に書面により申請者に通知します。 
 申請書の審査にあたり、研究助成選考委員会において必要と認めた場合は、実施計画等につい

て説明を求めることがあります。 
1100.. 助助成成金金給給付付のの時時期期とと方方法法  
 助成金は、決定通知後 9月末までに、受給者の所属機関が所定する方法により給付します。 
1111.. 研研究究課課題題のの公公開開  
 選考された研究課題は、研究者氏名、所属、役職、研究結果（経過）と併せて当研究所ホーム

ページで公開されます。 
1122.. 助助成成金金受受給給者者のの義義務務  
① 助成金受給者は、調査研究終了後 1か月以内に、所属機関長を通じて調査研究の結果並び
に支出の内訳を所定の書式により報告していただきます。 

② 受給者のうち、調査研究期間が受給後 1年を超える者は、1年経過するごとに、その 1か
月以内に調査研究の経過の概要を所定の書式により報告していただきます。 

③ 調査研究の成果の発表に際しては、「2026年度公益財団法人日本内部監査研究所（英文の
場合は、Japan Internal Audit Research Foundation）研究助成」を受けた旨を明記して
ください。 

④ 調査研究の成果を論文にしたときは、当研究所紀要に掲載を申請することができます。 
⑤ 調査研究の成果を書籍にしたときは、当研究所に 2部提出してください。 
⑥ 受給者は、所期の成果を収めることが困難となったとき、又は調査研究の継続が困難とな

ったときは、書面により速やかに報告する必要があります。 
⑦ 本調査研究に対する他機関からの助成及び他機関への申請があるときは、機関・助成金の

正式名称、申請・受給の別、年度及び金額を「研究助成申請書」に記入してください。 
⑧ 当研究所申請後に他機関に申請を行った場合、又は他機関からの助成金を受給した場合は、

その内容を「調査研究報告書」に付記してください。 
1133.. 個個人人情情報報のの取取りり扱扱いいににつついいてて  
 申請書類に記載された個人情報は、上記 11.研究課題の公開に該当する事由の他、研究助成選
考委員会での審査及び選考結果の通知等、本研究助成の運営に必要な範囲で利用されます。 

1144..   そそのの他他  
 本研究助成募集要項の最新の情報は、下記の日本内部監査研究所ホームページでご確認くだ

さい。応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 
 

公益財団法人日本内部監査研究所 研究助成担当 
〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 

電話：03-6264-3562  E-mail：grant@jiarf.org  URL：https://jiarf.org/ 
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2026年１月 

公益財団法人日本内部監査研究所（以下、「当研究所」という。）では、内部監査研究の更なる
推進を目的として、研究者、学生等（「学生等」の定義は下記「２．応募資格」をご参照くださ
い。）及び実務家を対象とした懸賞論文制度を下記の要領で実施いたします。 

近年、内部監査を取り巻く環境は目まぐるしく変化しており、様々な課題に同時並行で対応し
ていくことが求められております。こうした状況に鑑み、本年度は、「アシュアランス機能とア
ドバイザリー機能」、「人的資本経営」、「企業不祥事」という、内部監査が直面している課題
の中でも代表的なテーマを提示し、応募者にいずれかを選択していただく形を取ることといたし
ました。 

募集要項及び応募申込用紙は、当研究所のホームページからダウンロードできます。 

11.. 趣趣旨旨  
  この懸賞論文は、当研究所の提示するテーマに即した論文の執筆を通じて、研究者、学生等
及び実務家による内部監査研究を奨励し、もって内部監査の理論及び実務の研究を推進すると
ともに、将来に向けた内部監査研究の担い手を育成することを目的として運用されます。 

22.. 応応募募資資格格  
以下の２部門で募集します。 

(1)研究者・学生等の部：日本国内に在住の研究者、及び大学生・大学院生（大学院進学予定 
者を含む）（以下「学生等」という。）の方。なお、学生等に限り、数名のグループによる応募
も可能とします。複数名のグループによる応募の場合は、研究代表者をお示しください。学

公公益益財財団団法法人人日日本本内内部部監監査査研研究究所所  第第６６回回（（22002266年年度度））  懸懸賞賞論論文文  

募募集集要要項項  

 

【【 テテ ーー ママ 】】  

（（右右記記のの３３つつのの

テテーーママかからら選選

択択 くく だだ ささ いい ））    

（（１１）） 内内部部監監査査ににおおけけるるアアシシュュアアラランンスス機機能能ととアアドドババイイザザリリーー機機能能  

ににつついいてて  

（（２２））    人人的的資資本本経経営営ににおおけけるる内内部部監監査査のの役役割割    

（（３３））    企企業業不不祥祥事事のの防防止止・・発発見見ににおおけけるる内内部部監監査査のの今今日日的的役役割割  

 

【【 表表 彰彰 】】  

  

  

最最 優優 秀秀 賞賞  

優優 秀秀 賞賞  

佳佳 作作  

3300万万円円  

1100万万円円  

55万万円円  

2 
 

生等による応募については、指導教員の方の推薦状（様式：当研究所のホームページからダ
ウンロードできます）をお付けください。 

(2)実務家の部：日本国内に在住の実務家の方（個人での応募に限ります。） 
3. 懸懸賞賞金金額額 
各部門において、最優秀賞 30万円、優秀賞 10万円、佳作 5万円  

44.. 審審査査方方法法  
  応募論文について、審査委員会において、中立公平な立場から厳正な審査を行います。 
審査委員会は、内部監査及び関連分野の専門家・研究者で構成されております。部門別に審 
査いたします。審査に当たり、剽窃チェックを行います。  

55.. 応応募募締締めめ切切りり  
 2026年９月 30日（水）（消印有効） 

66.. 発発表表  
審査結果は、2026年 12月頃を目途に当研究所ホームページにて発表します。 
表彰対象者には個別にご連絡します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文は当研究所紀要『内部監査』（ISSN 2759-7474）に掲載します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文の執筆者には受賞後、受賞論文の内容を当研究所が主催する講演
会で発表いただきます。 

77.. 応応募募方方法法  
① 日本語で書かれたもので、未発表論文に限ります（1人または 1グループにつき 1点）。 
② 参照した文献がある場合には「参考文献」として明記ください。また、引用した場合は出所を
明記ください。なお、ご自身が既に発表した論文等から引用する場合であっても、他の文献と
同様に、引用箇所及び出所を明記してください。 

③ 生成 AIを使用して文章を作成した場合は、筆者自身で正確性や適切性について検証した上で、
その具体的な使用方法と、それによって書かれた箇所を引用注としてお示しください。 

④ 受賞論文の版権は当研究所に帰属します。 
⑤ 論文はWord形式で作成します。 
文字数は脚注も含め 12,000字以内で、図表・参考文献は別とします。 
サイズは、A4（40字×35行）とします。  

⑥ 下記の必要書類を締め切りまでに、下記の送付先に簡易書留郵便により直接送付するととも
に、PDFファイルを Eメールで提出してください。 
・論文の出力原稿 
・要旨を 800字以内にまとめたもの（Word形式） 
・応募申込用紙 
・推薦状（学生等の場合） 

⑦ 応募された論文等の返却には応じかねます。 
⑧ 送付先： 
簡易書留郵便：〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 
          公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 宛 
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生等による応募については、指導教員の方の推薦状（様式：当研究所のホームページからダ
ウンロードできます）をお付けください。 

(2)実務家の部：日本国内に在住の実務家の方（個人での応募に限ります。） 
3. 懸懸賞賞金金額額 
各部門において、最優秀賞 30万円、優秀賞 10万円、佳作 5万円  

44.. 審審査査方方法法  
  応募論文について、審査委員会において、中立公平な立場から厳正な審査を行います。 
審査委員会は、内部監査及び関連分野の専門家・研究者で構成されております。部門別に審 
査いたします。審査に当たり、剽窃チェックを行います。  

55.. 応応募募締締めめ切切りり  
 2026年９月 30日（水）（消印有効） 

66.. 発発表表  
審査結果は、2026年 12月頃を目途に当研究所ホームページにて発表します。 
表彰対象者には個別にご連絡します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文は当研究所紀要『内部監査』（ISSN 2759-7474）に掲載します。 
最優秀賞及び優秀賞の論文の執筆者には受賞後、受賞論文の内容を当研究所が主催する講演
会で発表いただきます。 

77.. 応応募募方方法法  
① 日本語で書かれたもので、未発表論文に限ります（1人または 1グループにつき 1点）。 
② 参照した文献がある場合には「参考文献」として明記ください。また、引用した場合は出所を
明記ください。なお、ご自身が既に発表した論文等から引用する場合であっても、他の文献と
同様に、引用箇所及び出所を明記してください。 

③ 生成 AIを使用して文章を作成した場合は、筆者自身で正確性や適切性について検証した上で、
その具体的な使用方法と、それによって書かれた箇所を引用注としてお示しください。 

④ 受賞論文の版権は当研究所に帰属します。 
⑤ 論文はWord形式で作成します。 
文字数は脚注も含め 12,000字以内で、図表・参考文献は別とします。 
サイズは、A4（40字×35行）とします。  

⑥ 下記の必要書類を締め切りまでに、下記の送付先に簡易書留郵便により直接送付するととも
に、PDFファイルを Eメールで提出してください。 
・論文の出力原稿 
・要旨を 800字以内にまとめたもの（Word形式） 
・応募申込用紙 
・推薦状（学生等の場合） 

⑦ 応募された論文等の返却には応じかねます。 
⑧ 送付先： 
簡易書留郵便：〒104-0044 東京都中央区明石町１－３ 明石町ツインクロス 404 
          公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 宛 
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Eメール：公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 grant@jiarf.org 
８８．．そそのの他他  

 本懸賞論文募集要項の最新の情報は、下記の当研究所ホームページでご確認ください。 
 応募手続きに関する以外の、選考・審査に関するお問い合わせには応じかねます。 
 

公益財団法人日本内部監査研究所 懸賞論文担当 
電話：03-6264-3562 

URL：https://jiarf.org/ 
E-mail :grant@jiarf.org 
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